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１．運輸関係行政機関 
 
 
(１) インドネシアの政体 
 インドネシア共和国の政治体制は、１９４５年憲法に基づく立憲共和制による

大統領制をとっている。 
 国家主権は国民にあり、「国民協議会（M.P.R.＝Majelis Permusyawaratan Ra
kyat）」がこれを行使するとされている。 
 国民協議会は、国会（D.P.R.＝Dewan Perwakilan Rakyat）とは別物であり、

政治の節目に開催されるものであり、議員構成は国会議員（５５０名）に加え、

地方代表議会議員（１２８名）の合計６７８名から構成されている。スハルト政

権では、国民協議会の議員の一定数は任命議員で占められていたが、憲法改正に

より直接選挙制となり、国民協議会の全ての議員は選出議員（任期５年）となっ

ている。また、国民協議会は、憲法の改定、正副大統領の選出、国策の制定等を

行う国の最高機関と位置づけられてきたが、２００４年の大統領選挙以降、正副

大統領の選出については、国民による直接選挙を通じて決定されることとなり、

政治体制の民主化が進展してきている。 
                                      ⇒資料１－１「国家組織機構図」 

 
 
(２) 国家行政組織 

 インドネシアの国家行政組織は、大統領、副大統領の下に、３名の調整大臣、

国家官房、１９省、１１国務大臣府、その他庁や委員会等が設けられており、複

雑な構成となっている。 
注意を要するのは、日本では、例えば国土交通省があってその組織の長として

の国土交通大臣がいるというように組織を先に観念して大臣が任命されるが、イ

ンドネシアでは、組織と大臣とが別々に観念されている。例えば、海洋開発大臣

はワヒッド政権の下で初めて生まれた大臣ポストであるが、スタッフとなる海洋

開発省が、準備不足のため 数ヶ月間存在しなかった（現在は海洋水産省として

復活している。）。また、基本的には、各省大臣については、大臣と組織（省）

が１ 対１に対応するので問題はないが、国務大臣は各省ほど大きなスタッフ・

組織を持たず、逆に、国務大臣を冠しない組織（したがって、いきなり大統領に

つながると考えざるを得ない組織）も多数存在する。 
また、多すぎる各省や各国務大臣府間での円滑な行政の執行を図るため、「調

整大臣」という国務大臣が各省大臣と大統領の間に存在し調整の任に当たること

とされている点も、我が国にはない制度である。        
              ⇒資料１－２「ユドヨノ政権第二次改造内閣名簿」 
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(３) 運輸関係行政組織 
 ①運輸行政 

 各省の１つである運輸省（Departmen Perhubungan）が、観光を除き、陸運、

海運、航空、海上保安、気象等、我が国の旧運輸省の担当行政分野を概ね所管

している。 
（注）郵便・通信行政の所管については、建国当初は、運輸省の１つの総局

が所管していたが、その後80年代に新たに「観光・郵電省」が設立され

て運輸省から独立した。しかし、98年３月の第７次スハルト内閣発足時

に「観光・郵電省」を「観光・芸術文化省」に組織換えすることに伴い、

それまで「観光・郵電省」が所管してきた郵政・電気通信行政が再び運

輸省に戻ってきた形となった。その後、2005年１月には郵便電気通信総

局が運輸省から情報通信大臣府に移管され、運輸省はその名称も「Minis
try of Communication」から「Ministry of Transportation」に変更し、名

実ともに運輸行政を専門的に所管する省となった。 
 

 運輸省は、官房部門(Secretariat General)のほか、陸運、鉄道、海運（港湾、

船舶・船員の一部、海上保安を含む。）及び航空の４つの総局並びに教育訓練

庁（船員教育等）等の５つの庁を有している。 
                       ⇒資料１－３「運輸省組織図」 
                ⇒資料１－４「運輸省組織名３カ国語対照表」 
                      ⇒資料１－５「運輸省幹部名簿」 
                       ⇒資料１－６「運輸省職員数」 
 

 また、運輸省は、インドネシアの各州にそれぞれ１つずつ地方運輸局（カン

ウィル Kanwil ;Kantor Wilayah ）を有していた。中央集権が強いインドネシ

アでは、かつては陸、海、空の各総局がそれぞれに地方支部を有していたが、

８８年にこれらが統合され、地方運輸局長の下に陸海空の各組織がまとまり、

機構上は運輸大臣の下に直接つながることとなった。 
（注）ただし、８８年以後も地方運輸局に統合されずに、総局長の下に直 

接つながる以下の組織が残った。（担務の性格上、州単位の地方運輸 

局に統合できなかったということであろう）。 
       ・海運総局長に直接つながるもの   
        ～クラス１に属する港湾の港湾行政事務所 ＡＤＰＥＬ 
         （ジャカルタ、スラバヤ、メダン、マカッサルの４カ所） 
        ～警備救難関係の船艇基地 ＡＲＭＡＤＡ ＰＬＰ 
                  （ジャカルタ、スラバヤ、ビンタン、ビトゥン、アンボンの５

          カ所） 
        ～航路標識関係の管区事務所 ＤＩＳＴＲＩＫＴ  
           （全国２４カ所） 
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       ・航空総局長に直接つながるもの 
        ～スカルノ・ハッタ空港の事務所 
 
   しかしながら、２００１年より地方分権法が施行になり、カンウィルは各州

政府に移管され、Kantor Dinasと呼ばれているようである。これに伴うＡＤＰ

ＥＬ等の帰属など、運輸行政に関する詳細規則は未検討の部分もある。 
 
 ②観光行政 
      観光行政は、郵政、電気通信行政とともに「観光・郵電省」が所管していた

が、９８年の第７次スハルト内閣の発足に伴い、「観光・芸術文化省」が所管

することとなった。この省名中の「芸術文化」の意義は、担当大臣に指名され

たラティエフ氏がスハルト大統領に中身を聞きに行かなければならないほど

分かりにくいものであるが（当初「教育文化省」の所管と重複するのではない

かという疑念があった。）、観光促進に資する芸術や文化に係る事務を指すと

いうことであり、したがってほぼ全体として観光専属の役所ができた。 
   ワヒッド政権は、行政組織全体の大幅なリストラを行い、観光・芸術文化省

は「省」としての存在でなくなり、観光・芸術国務大臣府となった。しかし、

２０００年８月の内閣改造により、再び省に格上げし、文化・観光省となった。 
   メガワティ政権は、再び文化・観光省の格下げを行い、文化・観光国務大臣

府（英語名：State Ministry of Culture and Tourism）としたが、ユドヨノ政

権で再度文化・観光省への格上げがなされた。 
⇒資料１－７「文化・観光省組織名対応表」 

⇒資料１－８「文化・観光省幹部名簿」 
          

 ③造船行政 
  インドネシアでの造船行政は、製造業の一環として工業省が所管している。

これは、かつて運輸省にあった部局が移管したものである。工業省は、商工省

が2004年10月のユドヨノ政権発足時に、商業省と工業省に分割されたものであ

る。工業省における従来の造船行政の扱いは、輸送機器全体を所管する「輸送

機器局」の中で輸送機器の一つとして所管されていたが、最近の組織改正によ

り機械産業として位置づけられ、「輸送機器・テレマティクス産業総局／海洋

産業・技術サービス局」というように局名に明示されるようになった。 
               ⇒資料１－９「工業省造船担当部局組織図」 
 
                                                      

(４) 国営企業 
 国家行政組織と並んで重要な機能を果たしているものに、国営企業（BUMN=B
adan Umum Miliki Negara）があり、我が国の特殊法人と同様、公的な性格の強

い事業分野を中心に、個別の事業に取り組んでいる。 
 講学的には国営企業ＢＵＭＮには、①Perjan(Persahaan Jawatan)、②Perum 
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(Persahaan Umum)、③ＰＴ(Perseroan Terbatas)の３つの種類があるといわれ、

その順に政府の監督権限が弱まり、民間企業的な色彩が強くなる。即ち、第１の

分類 Perjan（狭義の国営企業）は、ほとんど国自身が事業を行っているのと同

様、強い国の関与を受けるかわりに、仮に採算が悪くても国が面倒をみるという

もので、かつての国鉄が該当したが、現在は存在しない。第２の分類 Perumu（公

社）は、ある程度国の関与を受けるが、基本的に自立採算を達成することが原則

とされているもので、現在のインドネシアバス公社（DAMRI）が該当する。第３

の分類であるＰＴ（会社）は、我が国の特殊会社に相当し、株式を民間に売却す

ることも想定され、政府の監督も弱く自立採算が強く求められる。 
ＰＴになると、原則としては、各省大臣から国営企業国務大臣府の監督下に所

管が移る点も、第２分類から第３分類に移行する大きな意義となっている。 
現在では、ほとんどのＢＵＭＮがＰＴ（会社）となっており、運輸分野でまだ

Perum（公社）のまま残っているものは、２つの国営バス公社（PPD及びDAMRI）
だけとなっている。 
 ＰＴとなった国営企業の中で株式を民間に売却できた企業は、現在のとこ PT.
TELECOM、PT. INDOSAT等の優良企業が中心であり、運輸関係では首都ジャカル

タのタンジュン・プリオク港を管理運営する第２港湾管理会社(PT.PELINDO2)が
売却に成功しているが、その他の運輸関係の国営企業は未だ国が１００％株式を

保有したままとなっている。 
                                     ⇒資料１－１０「運輸関係国営企業一覧」 
 
 
(５) 役職 

  インドネシアの省庁の役職は、我が国のものとは多少異なる。 
 運輸省のトップは、我が国と同様、「運輸大臣」である。 
 ナンバー２は、「次官（Secretary General）」であり、我が国の大臣官房に当

たる組織を率いている。（副大臣、政務官といったポストはない）。 
 これらの下に、総局の長としての「総局長（Director General）」及び外庁の長

としての「長官（Head of Agency）」がおり、日本の行政組織では各局局長級に

相当する。ただし、各総局の担務は、我が国の局より一般に広く、特に海運総局

は狭義の海運行政の他、港湾行政、海上保安行政等をも担当している。 
  総局長の下には、次長（Secretary of Director General）がおり、日本の行政

組織では局次長級に相当する。さらにその下に「局長（Director）」がおり、日

本の組織の課長級に相当する。 
            日本     インドネシア                

       大臣     大臣 （Minister） 
       次官     次官 （Secretary General） 
       局長     総局長（Director General） 
            次長     次長 （Secretary of Director General） 
       課長     局長 （Director） 
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  なお、庁（Agency/Badan）の場合は、その長は、総局長ではなく、長官（Hea

d of  Agency)と呼ばれ、その下の局に相当するものは、センター（Center/Pus
at）となっている。 

 
  （参考）インドネシア人の名前には、学歴を証する記号が付されることが多く、

     こうした記号には、名前の前に付すものと、名前の後に付すものとがあ

     る。前者を付した名前については、英語のDr. ドクターと同様、重ねて

     Mr. 等を付す必要はない。 
      例） 名前の前につけるもの 
          Drs. 文化系学士（男性）   Dra. 文化系学士（女性） 
           Ir.  理科系学士 
         名前の後に付けるもの 
          S.H.  法学士    MSc. 科学修士（Master of Science) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 7 -

２．運輸の概況 
 
 
(1) 国土等の概況 
  インドネシアは、アジアとオーストラリアの２大陸間及びインド洋と太平洋の

２大海洋の間に、かつてオランダが植民地として支配していた領土を基本として、

北緯６度から南緯１１度、東経９５度から東経１４１度の間に位置する世界最大

の群島国家である。 
  その広がりは、南北に約２，０００km、東西に５，１００kmにもなり、海域

も含めたその面積は、米国やヨーロッパ諸国に匹敵するほどである。 
  国土の総面積は、１９２万平方km（日本の面積の約５．１倍）であり、スマト

ラ、ジャワ、カリマンタン、スラウェシ、イリアンジャヤの５つの大きな島の他、

無数の島々が存在し、その数は大小併せて１７，０００に及ぶ。ただし、そのう

ち名前がある島は約６，０００、さらに人が住んでいる島は約３，５００と言わ

れている。 
                                    ⇒資料２－１「インドネシア全図」 
                                  ⇒資料２－２「インドネシアの国土規模」 
 
  人口は、１９９７年に２億人（２００７年：約２．３億人）を越え、中国、イ

ンド、アメリカ合衆国に次ぐ世界第４位である。民族構成は複雑であり、全体で

２５０を超える民族が存在すると言われるが、その中心はジャワ人であり、２億

人の人口の約６割は、面積的にはインドネシア全体の７％足らずのジャワ島に集

中しており、人口の偏在が問題となっている。               

 行政区分は、２００３年３月現在、全国３３州に区分し、各州は４２５の県／

市に区分されており、県／市の下位にさらに郡、その下に村／町という構成とな

っている。                                
  また、インドネシアは、かつて「オランダ女王の首飾り」と称された程の豊富

な天然資源に恵まれており、石油・天然ガスをはじめとして、各種の資源を産出

している。 
 
  このように、インドネシアは、日本ではあまり意識されないながら、実は隠れ

た大国であり、石油、天然ガスなどのエネルギーを大きく依存していることなど、

我が国にとって重要な国である。また、インドネシアにとっても我が国は、貿易

の最大の相手国であるとともに、ＯＤＡの最大の供与国であるなど不可欠の存在

である。 
  さらに、インドネシアは、マラッカ海峡等の海上輸送の要衝に位置し、我が国

の輸入品の実に半分近くがインドネシア領海を通過して輸送されていることは

記憶にとどめるべき事実である。 
                 ⇒資料２－３「インドネシア海域の重要性」 
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(2) 政治・経済 
 ① スハルト政権 

   １９６５年の９．３０事件以来政権を担当してきたスハルト大統領は、国

軍を背景にした安定した政治基盤の下で、後に「開発独裁」と呼ばれる積極

的な経済開発優先政策を展開し、豊富な石油・ガス資源や外資の導入を梃子

に高度経済成長を果たしてきた。政権がスタートした３０数年前は国民１人

当たり７０ドルであったＧＤＰが９６年には１０００ドルを超えるまでに

なったのは、そうした開発の成果の現れであると言える。このため、インド

ネシアは、世銀に長らく「開発途上世界のモデル国」と称され、かつ外交的

にも発展するＡＳＥＡＮのリーダーとして活躍し、このまままっしぐらに繁

栄の道を進んで行くように見えた。 
    しかし、９７年７月のタイ・バーツの下落を引き金としたアジアの金融危

機が発生すると、長らく独裁体制を続けてきたスハルト政権に対する国民の

不満が一気に表面化することとなり、逆に政治の不安定さが経済を悪化させ

る形で、インドネシア経済を苦境のドン底に追い落とすこととなった。通貨

ルピアの対ドルレートが、１年足らずの間に最大で６分の１にまで暴落する

という事態は、他の通貨危機に悩むアジア諸国でもとりわけ厳しいものであ

った。経済構造に関しては、対外債務が多いこと等は発展途上国全般に共通

する現象であり、インドネシア経済のファンダメンタルズが他国と比較して

それほど悪いものであったとは言えないにもかかわらず、ここまでの危機を

招いたのは、異常気象による食糧不足等の要因のほか、こうした政治的な要

因も影響しているものと思われる。 
                                    ⇒資料２－４「アジア経済危機の概況」 
 
 ② ハビビ政権 
    日増しに悪化する経済危機の中で、９８年３月に開催された国民協議会で

スハルト大統領は７選を果たしたものの、ガソリンの値上げを契機に、学生

を中心とした抗議行動が激しくなり、とうとう５月の大暴動の発生を受け、

スハルト大統領は辞意を表明、即日ハビビ副大統領が第３代大統領に就任し、

「開発改革内閣」を組織した。 
    ハビビ内閣では、経済の建て直しばかりでなく、曲がり角に来ているイン

ドネシアの政治体制のそのものの変革を図ることが求められ、９９年に民主

的総選挙及び国民協議会での大統領選を行うことを余儀なくされた。９９年

６月の総選挙では、４８もの政党が参加した民主的選挙が行われ、メガワテ

ィ党首率いる闘争民主党（PDI-P）が第１党となり、長年与党であったゴル

カル党は第２党に転落した。 
       また、独立運動が激しくなった東ティモール問題への対処として、住民投

票でその是非を決することになり、９９年９月の投票の結果、独立派が圧倒

的多数で勝利することとなった。この結果、東ティモール州は、１０月のイ

ンドネシア国民協議会で独立が承認され、国連の暫定統治下におかれること
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となった。なお、２００２年５月に東ティモール国は正式に独立を果たした。 
 
  ③ ワヒッド政権 
       ９９年１０月の国民協議会における大統領選を控えたインドネシアでは、

ハビビ大統領やメガワティなどの候補者の支持派の民衆が各地で大規模な

デモ・集会を行い、騒然とした状態となったが、結果的には、大統領にはＮ

Ｕ（ナフタール・ウラマ）党首のアブドゥルラフマン・ワヒッドが、副大統

領にはメガワティが選出され、挙国一致内閣が成立した。 
ワヒッド政権は順調に進むかに見えたが、大統領自身の汚職疑惑やアチェ、

イリアンジャヤ（パプア）地方の独立運動、中部カリマンタンの民族抗争、

経済の低迷等により、国民や国会の信頼を失っていった。ついに、２００１

年７月、ワヒッド大統領が最後の切札として出した、国民協議会等の凍結を

内容とするいわゆる非常事態宣言をきっかけとし、国民協議会より罷免され

る結果となった。 
 
④ メガワティ政権 

ワヒッド大統領の罷免を受けて、メガワティ副大統領が国民協議会におい

て新大統領に選出され、副大統領にはハムザ・ハズが選出された。その内閣

は「ゴトンロヨン（相互扶助）内閣」と名づけられ、閣僚の出身政党のバラ

ンスをとる人選を行った。 
２００２年５月２０日には、東ティモールがインドネシアから分離・独立

した。 
メガワティ政権時には、２００２年１０月１２日のバリ島爆弾テロ事件、

２００３年８月５日のジャカルタ・ＪＷマリオットホテル爆弾テロ事件、２

００４年９月９日の豪州大使館爆弾テロ事件と相次いでテロ事件が発生し

た。バリ島爆弾テロ事件を契機に、インドネシア政府もテロ対策を講じるよ

うになり、ジャカルタやバリのホテルやショッピングモール等でもセキュリ

ティチェックが行われるようになった。 
メガワティ大統領は、改革の期待を背負って選出されながら、殆ど実効を

上げることができず、２００４年９月の選挙で敗北した。 
 
 ⑤ ユドヨノ政権 
   インドネシア史上初の正副大統領直接選挙（２００４年９月）の結果発足

したユドヨノ政権（任期は２００９年１０月まで）は、ユドヨノ大統領の国

民的人気が依然持続していることに加え、カッラ副大統領がゴルカル党（国

会最大会派）総裁として政治基盤を提供し、比較的順調な政権運営を続けて

いる。なお、政権には国会会派中、ゴルカル党（２３．２％）、民族覚醒党、

月星党、民主党（大統領出身政党）、福祉正義党、開発連合党から入閣して

おり、議会与党勢力は７割超の議席を占めている。 
他方、発足当初、「平和と安全」、「公正と民主」、「福祉の向上」を政
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策課題に掲げたユドヨノ政権であったが、２００４年末以降、スマトラ沖地

震、津波災害、石油価格高騰、鳥インフルエンザ、相次ぐテロ事件等への対

応に追われてきた。実績については、汚職撲滅とアチェ和平の実現について

一定の評価がある一方、その他の政策課題については十分な成果が上がって

いないとの厳しい評価も出てきている。政権にとっては、次期大統領選挙の

２００９年に向けてこれからの任期後半２年間が正念場となる。閣僚につい

ては、政権発足以来２００５年１０月及び２００７年５月の２回内閣改造を

実施している。 
 

⑥ 経済構造 
    近年のインドネシア経済は、国内消費の伸びに支えられてGDP成長率は堅

調に推移（２００５年の年間成長率５．６％はアジア経済危機以降の最高水

準）している。しかし、新規労働力を吸収するためには年７％以上の成長が

必要とされ、失業率は高水準で推移（２００６年２月の失業率１０．３％）

している。 
    インドネシアは産油国であるが、国内消費の著しい伸び及び石油精製能力

不足から、現在石油に関しては純輸入国に転じている。近年の世界規模での

石油価格の高騰による燃料補助金（国内の燃料価格を維持するため、政府が

国際市場価格との差分を補填しているもの。年々増大し、国家予算の４分の

１に相当する規模となっており財政を圧迫している。）の増大を抑えるため、

２００５年３月と同年１０月に大幅な燃料価格の引き上げが行われた。この

ため、物価上昇と金利高（中央銀行政策金利：２００５年１２月～２００６

年４月：１２．７５％）により一時、経済は減速した（２００６年第１四半

期成長率４．７％）が、２００６年第２四半期を境にマクロ経済指標は改善

に転換（第２四半期成長率：５．２２％、第３四半期成長率：５．５２％）

してきており、回復の兆しとなっている。２００７年の年間成長率は６％以

上が見込まれている。 
                  ⇒資料２－５「インドネシア経済データ」 
 
 
(3) 運輸の概況 
  インドネシアは、豊かな資源と世界第４位の人口を抱え、地理的にも国際海上

交通の要衝である等、東南アジアの大国として今後発展を遂げる可能性を有して

おり、その経済活動及び国民生活の基盤としての運輸分野の役割も大きく増大し

ていくものと考えられる。 
  しかしながら、先進国と比較した場合、現状では以下のような開発途上国とし

ての課題を抱えている。 
    ・２億人を超える人口の割には今のところ全体の輸送量は旅客、貨物ともに

それほど大きくない。 
      ・人口の集中する大都市においては、交通混雑が年々悪化の一途を辿り、大
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気汚染の悪化等多くの問題を発生させている。 
   ・鉄道、港湾、空港といった運輸インフラの整備も、陸海空すべての分野で

まだまだ不十分である。 
   ・安全問題や環境問題など、運輸の負の部分に対するフォローが欠如してい

る。例えば、行政当局においても、輸送の安全性の確保、交通公害の低減

といった行政課題の重要性に対する認識自体も非常に低い。 
                ⇒資料２－６「我が国とインドネシアの比較」 
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３．航空 
 
 
(1) 輸送の概況 
 ① 発展する航空 
    インドネシアの航空輸送の現状は別添資料のとおりであるが、経済危機以

降の伸び率には目を見張るものがあり、国内旅客数を例に取れば、前年に比

べた２０００年の伸び率は２３.４％、以降２００５年まではそれぞれ、１９．

５％、３０．３％、４２．４％、４４．３％、２４．４％となっており、２

０００年と２００５年を比較すると、この５年間で旅客数４倍になり、著し

いスピードで航空市場の拡大が進行している。同様に国際旅客数も、２００

０年から２００５年の５年間で１.３倍に増加しており、国内旅客数ほどでは

ないものの、相当程度の航空需要の拡大が続いている。 
また、広い国土を反映して民間航空の用に供する空港数（１８７）は、我

が国の２倍近く存在している。 
⇒資料３－１「航空輸送実績の推移」 

  
   広大な海域に多数の島嶼から構成されるインドネシアの地理的条件から

して、航空は重要な輸送手段であり、近年の経済の回復基調に伴って上述の

ような航空需要の急激な拡大が見られている。「航空輸送」は、今や富裕層

から比較的豊かな一般国民の交通手段へと発展してきており、こうした交通

機関の利用状況の変化は都市形成にも影響を与えている場合（例えば、港を

中心にして栄えてきたマカッサルでは、行政機関庁舎が空港周辺のニュータ

ウンに移転している。）もある。経済状況の安定化、航空市場の競争促進等

により、今後とも、インドネシアの航空需要は拡大傾向がしばらく続くもの

と考えられる。 
 
 ② 過去の航空分野の動向（経済危機～規制緩和～テロ事件の続発） 
   イ）１９９８年の経済危機はインドネシアの航空界に相当のダメージを与え

た。特に、航空機の調達費用をはじめとする経費の大部分が外貨建てと

なっている航空企業にとっては、通貨ルピアの暴落により収支が償わな

くなり、非常に厳しい経営を迫られた。また、順調に推移してきた輸送

実績も、９８年には大幅に減少し、同年６月には、最大の民間航空企業

スンパティ航空が事実上倒産した。ガルーダ航空をはじめとする各社も

大幅な運賃値上げを行うとともに、路線の縮小、機材のコストの削減、

ホテル等の不動産の売却、従業員の整理等の合理化策をとることを余儀

なくされた。 
ロ）航空の規制緩和 

    経済危機後の２０００年以降、航空分野の規制緩和策により、数多くの航
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空会社がローコストエアーラインとして新規参入し激しい価格競争が行

われた結果、国内航空旅客数の伸びは２０００年以降常に２桁に達するこ

ととなった。その後、２００５年の全世界的な原油価格高騰の影響はイン

ドネシア国内の石油製品の高騰に跳ね返り、各航空企業の経営に深刻な影

響を与えることになったが、この荒波の中、スターエアー、ボーラック航

空が撤退する反面、ライオン・エア、アダム・エア、インドネシア・エア

ーアジア航空といった企業は積極的な機材調達を計画し、路線拡大を図っ

ていくなど航空会社間の明暗が分かれてきた。 
  ハ）テロの影響 

２００１年の航空需要は基本的に回復基調にあったが、同年９月の米国で

の同時テロ事件の影響を受け、国際線を中心に利用客が一時大幅に落ち込

むこととなった。さらに、２００２年１０月のバリ島爆弾テロ事件により、

バリ島発着路線の利用客が落ち込み、路線の減便・休止等の影響が出たも

のの、徐々に回復し、２００４年の国際旅客数は２００２年のバリ島テロ

事件以前の水準に回復する結果となった。しかし、２００５年１０月、バ

リ島で再び連続爆弾テロ事件発生し、バリ島を中心に一時国際線利用客が

停滞気味となったが、以後空港を含むテロ対策の強化もあり、２００６年、

２００７年とテロ事件の発生が見られていないこと等から、バリ島の観光

需要は回復し、国際利用客数も徐々に増加傾向となっている。 

  

 ③ 航空事故等 
    国家運輸事故調査委員会（NTSC）により調査されたインドネシアにおけ

る最近の航空事故は、２００３年１１件、２００４年１３件、２００５年１

４件となっており、多くの死傷者が出る事故としては、２００４年１１月、

中部ジャワのソロ空港で発生したライオン・エア機の着陸失敗事故、２００

５年９月、北スマトラのメダン空港で発生したマンダラ航空機の離陸失敗事

故が記憶に新しい。 
また、航空事故には至らなかったが、２００５年１０月にマカッサル空港

で発生したバタビア航空機への航空燃料に多量の水が混入した事案、２００

６年２月、アダム・エア機の航法装置等の故障によると見られる迷走飛行後

のスンバ島タンボラカ空港への緊急着陸事案等の不具合も少なからず発生

しており、航空の安全確保が大きな課題となっていた。 
２００７年１月には、アダム・エアの航空機がマカッサル沖で消息を絶っ

て、海中に墜落する事故（乗員・乗客全員死亡と推定）が発生したほか、２

月には同じアダム・エアによる滑走路でのスリップ事故、さらに３月にはガ

ルーダ航空機がジョグジャカルタ空港でのオーバーラン及び機体炎上事故

と連続して深刻な航空機事故（乗員・乗客２０名以上が死亡）が発生してい

る。運輸省では、運輸大臣が航空総局長及び航空安全局長を更迭し（その後

運輸大臣も交代）、体制刷新を図っているが、航空の安全確保は長期的な視
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点での取り組みが求められるものであり、今後検査監督体制だけでなく事故

調査体制の強化も含めて総合的な航空当局の安全に対する能力の強化が何

よりも必要である（２００８年１月より、航空事故調査体制の強化を図るた

めの技術協力プロジェクトが開始されており、ＪＩＣＡ長期専門家として、

国土交通省航空・鉄道事故調査委員会事務局より現役の航空事故調査官が派

遣され協力を行っている）。 

 

                                       

 (2) 国内航空ネットワーク 
  インドネシアの国内定期航空ネットワークは、従来は、国営企業（ＢＵＭＮ）

であるガルーダ航空及びその子会社的な位置づけにあるムルパティ・ヌサンタラ

航空の他、民間企業であるボーラック航空、マンダラ航空及びカリマンタン地方

に特化したティルガンダラ・エアサービスの５社によって運航されていた（国営

企業の種別等については、第１章を参照のこと）。また、上述のように、経済危

機が本格化するまでは、これに加え、民間企業としては最大のスンパティ航空が

あった。路線の総数は、経済危機以前は約２４０といわれていたが、経済危機に

よって大幅に縮小した。 
  しかし２０００年になり、経済の回復の兆しとともに、政府が新規航空企業の

路線開設を積極的に認める方針をとったことから、エアワゴン、プリタエア、ラ

イオン・エア等の新しい航空企業が次々と免許を取得して定期運航を開始した。

これにより、従来の５社との競合路線が増えて、運賃の引き下げ競争も始まるな

ど、航空市場の一層の競争促進が図られている。近年では、国際線にも事業を拡

大している新規企業も出てきている。   
                ⇒資料３－２「定期航空企業の輸送状況（2006年）」 
 
    また、上記に加えコミューター航空会社３０数社もネットワークを補完するよ

うに不定期運航で小型機による近距離輸送を行っているほか、営利を目的とせず

航空機を運航する資格を与えられている団体（例えば、イリアンジャヤのキリス

ト教団体）が４０程度存在する。 
 
  主要な路線は別紙資料のとおりであり、首都ジャカルタと各地を結ぶ路線がそ

の大半を占めている。 
                 ⇒資料３－３「国内航空主要路線（2005年）」 
 
  運賃は、基本料率が運輸大臣の認可となっていたが、２００２年より、政府が

路線ごとに運賃の上限と下限を定めることとなり、各航空企業は、その幅運賃の

中で価格を自由に設定できることとなった。 
 
 



 - 15 -

(3) 国際航空ネットワーク 
    インドネシアは、仮調印の国も含め既に５０を超える国々と航空協定を締結し、

ガルーダ航空等がこれらの国々に乗り入れていると同時に、多くの外国航空企業

の乗り入れを受けている。 
              ⇒資料３－４「ｲﾝﾄﾞﾈｼｱの2ヵ国間航空協定締結国」 
 
  インドネシアから乗り入れる国際路線は、長年国営ガルーダ航空に独占されて

きたが、１９８９年に航空企業の活性化及び観光客誘致による外貨収入の拡大を

ねらった大幅な規制緩和が行われ、他の企業にも開放された。これを受け、ムル

パティ航空やかつてのスンパティ航空などがシンガポールやオーストラリアな

どに路線を開設したが、いずれも中短距離路線に限られており、遠距離路線は、

依然としてガルーダ航空１社が運航している。 
また、外国航空企業としては、近隣国の航空企業であるシンガポール航空、マ

レーシア航空、キャセイパシフィック航空、カンタス航空等の活躍が盛んである。 
                 ⇒資料３－５「国際航空主要路線（2005年）」 
                          ⇒資料３－６「外国航空企業の活動状況（2000年）」 
 
  我が国の航空企業も、１９６２年に締結された航空協定に基づき翌年から日本

航空が運航を開始し、その後１９９４年から日本アジア航空、１９９６年からは

全日本空輸が定期便を就航させて、徐々に運航内容を充実させてきた。これにガ

ルーダ航空が我が国に乗り入れる便と併せると我が国とインドネシアとはかな

りの高頻度の運航が実現されてきたといえる。 
  しかし、経済危機による需要の低迷に伴い、全日本空輸が１９９８年８月をも

って成田＝ジャカルタ＝デンパサールの運航を打ち切り、同年１２月より関空＝

デンパサール路線に切り替えたほか、日本アジア航空も１９９９年４月をもって

インドネシアから撤退し、その路線は親会社の日本航空が引き継ぐこととなった。 
また、全日空は、同社の国際路線再編のため、２００１年３月をもって関空＝

デンパサール路線を休止したため、インドネシアから撤退することとなった。 
  なお、２００１年７月に日本・インドネシア航空当局間協議が行われ、成田空

港暫定平行滑走路の供用後に、両国航空企業の輸送力枠を増強することに合意し

た。これを受け、２００２年４月より、日本航空は成田＝デンパサール便と成田

＝ジャカルタ便の１日２便を運航することとなった。 
２００２年１０月のバリ島テロ事件の影響を受け、同年１１月より、ガルーダ

航空が、２００３年４月より日本航空が、それぞれ日・バリ島路線の減便・休止

を行ったが、２００４年４月より日本航空が成田＝ジャカルタ＝デンパサール便

を成田＝デンパサール便と成田＝ジャカルタ便の１日２便体制に戻し、２００５

年３月より、ガルーダ航空が福岡＝デンパサールを復活（週３便）し、関空＝デ

ンパサール便を週３便から５便に増便している。 
しかしながら、２００５年１０月のバリ島爆弾テロ事件を受け、日本航空は、

２００６年３月から成田＝デンパサール便を休止し、成田＝ジャカルタ＝デンパ
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サール便するとともに、関空＝デンパサール便を休止した。 
 また、２００４年１２月より、バリ島を拠点とするエアパラダイスが関空＝デ

ンパサール便の就航を開始していたが、２００５年１０月のバリ島爆弾テロ事

件の影響を受け、同社が倒産したため、当該路線は廃止された。 
現在では、２００５年のバリ島爆弾テロ事件後のバリ島の観光需要の復調の

結果、日本航空は、２００６年７月から成田＝ジャカルタ(１日１便)、成田＝デ

ンパサール(１日１便)、関空＝デンパサール(１日１便)を運航している。ガルー

ダ航空は、ジャカルタ＝成田＝デンパサール＝ジャカルタ（１日１便）、関空

＝デンパサール（週５便）を運航（来年６月に中部＝デンパサールの復便（週

３便）も予定）している。 

                  ⇒資料３－７「日イ航空協定の概要」 
   ⇒資料３－８「我が国とｲﾝﾄﾞﾈｼｱとの民間定期航空路線（200６年４月現在）」 
 
  このようにインドネシアの国際航空ネットワークは、基本的に首都ジャカルタ

と世界的観光スポットであるバリ島デンパサールを２つの核とする形で構成さ

れている。しかし、その路線網は全世界とのネットワークを繋ぐというまでには

達しておらず、海上貨物輸送の場合と同様、シンガポールを拠点とするグローバ

ルな国際航空ネットワークに依存しているといえる。シンガポールへの旅客数が

他国を圧倒して多くなっているのは、こうした事情によるものと思われる。経済

危機により、採算性の低い国際直行路線が廃止されてからは、この構造が一層顕

著となっている。 
   ⇒資料３－９「ジャカルタ、デンパサール以外からの国際直行路線（2005年3

月現在）」 
 
 
(4) 機材 
   インドネシアの航空企業の使用機材は、別添資料のとおりである。 
               ⇒資料３－１０「企業別登録機材一覧（2007年）」 
 
    なお、スハルト政権下のインドネシアでは、発展途上国であるにもかかわらず、

当時の科学技術研究大臣ハビビ氏が先頭に立って、航空機の国産を目指してきた。

具体的には、戦略企業庁に下に作られた国営会社ＩＰＴＮにおいて、ほぼ国が直

轄の形で研究開発を重ね、これまでにプロペラ機「ＣＮ－２３５」の開発には成

功し、さらにジェット機（「Ｎ－２５０」、「Ｎ－２１３０」）の開発、実用化

の研究に入っていた。しかし、このプロジェクトは、膨大な国費の投入を必要と

することから、経済危機による経済の建て直しを図る上でＩＭＦから中止を求め

られ頓挫することとなった。 
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(5) 航空従事者 
  インドネシアの航空従事者の資格取得状況は、別紙資料のとおりである。 
                  ⇒資料３－１１「ｲﾝﾄﾞﾈｼｱの航空従事者数」 
 
 
(6) 空港 
  インドネシアにおける民間航空用の空港の総数は我が国の２倍近くの１８７ 

に及ぶ。このうち、定期便が就航する空港の数は１００程度である。その他、パ

プア地域には、約３００の離着陸場がある。 
    このうち、需要が大きく収益力のある２５の空港は、自立採算を基本として、

国営企業（ＢＵＭＮ）である２つの空港管理会社（第１空港管理会社、第２空港

管理会社）が、管制を含めた管理運営を運輸省から委託された形で行うこととな

っている。概ねジャカルタ以西の主要空港は第２空港管理会社（PT. Ankasa Pur
a Ⅱ ）が、ジャカルタより東の主要空港は、第１空港管理会社（PT. Ankasa P
ura Ⅰ)が担当している。 

    また、シンガポール対岸のバタム島については、島全体の開発を手がけるバタ

ム工業開発公社が空港の管理も行っている。 
  以上の管理者による空港の区分とは別に、運輸省により２０余の空港が国際空

港に指定されており、その多くが上記の空港管理会社が管理する空港と一致して

いる（ただし、空港管理会社の管理する空港であっても国際空港でない空港もあ

り、逆に運輸省直轄の国際空港もある。）。 
               ⇒資料３－１２「インドネシアの空港（2003年）」 
                   ⇒資料３－１３「国内主要空港位置図」 
             ⇒資料３－１４「主要指標別・上位20空港（2005年）」 
                    ⇒資料３－１５「３空港の施設概要」 
 

 空港管理会社は、我が国の関西国際空港空株式会社等のような組織と異なり、

全額国の出資金でインフラ整備をおこなう仕組みになっている。（実際の手順は、

国がインフラを整備し、整備された資産を無償で空港管理会社に移管し、会計上、

国の出資金を増額している。）そのため、空港管理会社の収支は相当の黒字とな

っているが、これは当然のことである。 
  なお、地方分権化施策に伴い、一部の空港の管理は今後州政府に移管されるこ

ととなっているが、その具体的な範囲は現在検討中である。 
 上述したようにインドネシアの航空輸送は今後大いに伸びゆく分野であるこ

とを考えれば、基礎インフラである空港や航空保安施設の整備を適切に進めてい

くことが当然必要となるが、この際重視すべきはやはり安全の確保の問題である

と思われる。 
ジャカルタのスカルノ・ハッタ国際空港やバリのングラライ国際空港や、メダ

ンやマカッサルといった拠点空港の拡張整備等を進めるとともに、地方空港の既

存施設を改良すること等により、安全性を向上させていくことも重要であると考
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えられる。 
 
 
(7) 航空管制・保安施設 

 インドネシアでは、全国の空域を４つの飛行情報区（ジャカルタFIR、バリFI
R、ウジュンパンダンFIR、ビアクFIR）とその24,500フィート以上の空域におい

ては２つの高高度飛行情報区（ジャカルタUIR、ウジュンパンダンUIR）に分けて

航空交通業務が提供されていたが、２００５年７月、マカッサル新航空管制セン

ター（MAATS）の供用開始に合わせて実施された空域再編により、UIRが廃止さ

れ、バリとビアクFIRがウジュンパンダンFIRに統合されて２つのFIR（ジャカル

タFIR、ウジュンパンダンFIR）に再編されている。また、4つの航空交通管制部

（メダンACC、ジャカルタACC、ウジュンパンダンACC、バリACC）は、バリACC
がウジュンパンダンACCに、メダンACCがジャカルタACCにそれぞれ統合運用さ

れている。現在、2ACC体制により航空路管制業務が提供されている。 
各FIR区域のうち、各航空交通管制部の低高度管制区域（24,500フィート未満）

及び主要空港に設置されている進入管制所の管轄空域以外の低密度区域では、航

空管制業務に代わり飛行情報業務等が短波通信により提供されている。 
 

    広大な空域に数多くの空港を抱えるインドネシアにとって、航空機の運航の安

全を確保するのは大きな課題である。第１に設備面での問題がある。すなわち、

予算、人員が不足する中で、インドネシアの航空保安施設は、我が国と比べれば

かなり見劣りしており、例えば、空対地及び地対地通信システムに多くの不通区

間が生じていたり、レーダーのカバーレッジが不足するなどの現象が見られ、特

に開発の遅れているパプアなどの東部地域が目立っている。また、施設の維持管

理もおろそかなままとなっているものも少なくない。このため、航空路管制につ

いては、我が国であれば狭義の航空路管制（ＶＯＲ／ＤＭＥ等による位置確認と

併せた無線交信による管制方式）に加え、レーダー管制の二重の手段によって万

全を期しているところ、インドネシアでは、前者のみに頼らざるを得ない地域が

多く、万一ここで航法施設や無線通信システムが故障した場合、全く管制ができ

ないこととなる。こうした施設面での問題点を倍加させているのが、航空保安要

員のケアレスミス等の人的な問題である。いくら設備面が改善されてもそれを扱

う側が十分な運用をしなければ意味がないという点からは、この方面での対策も

重要と考える。実際、世間には公表されないニアミスはかなり発生しているとも

聞いており、諸外国から見たインドネシアの航空の安全に対する信頼は決して高

いとものとは言えない状況である。 
 
  こうした問題の背景には、航空保安施設のほとんど全部が外国の援助によりも

たらされたものであり、いろいろな国が異なるシステムをさまざまに導入した結

果、インドネシア人だけでは扱うのは難しい状況となっている。これは、「品質

よりも価格を優先する」傾向が強いことから、新システムを導入した際に、既存
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システムとの調整等が十分になされなかったり、メンテナンスが十分でないケー

スが多い。 
こうした施設面の問題に加えて、航空保安要員の教育訓練にもより一層取り組

むことが必要である。 
 
  航空管制の世界は現在技術革新の節目にある。すなわち、地上設備をベースに

した従来型の管制方式から衛星を用いた次世代システムへの移行が先進国を中

心として始まっている。上述のように広いインドネシアにおいて、地上設備を完

備することは相当の時間がかかることから、この際間を飛び越していきなり次世

代システムへ移行してはどうかという考え方があり、インドネシア側はさっそく

これを自らの方針とした（１９９７年フランスが提案したビジョンを航空総局が

内部決定した）。これについては、次世代システムがまだ技術的に完全でない段

階で安全に関わる航空保安の問題であまり安易な道を歩むべきではないという

慎重論もある一方、発展途上国でＶＨＳの段階を経ないでいきなりＣＤシステム

が普及していったように、技術革新の世界では、よりすぐれた技術が現れたらそ

こから始めて問題はないという意見もあり、まだどちらが正しいかは判然としな

いが、いずれにしもインドネシアにおいてもこうした技術革新の波に適切に対応

していくことが必要となっている。なお、太平洋に面したインドネシアの地理的

位置から、この対応の如何は、単にインドネシア一国の問題にとどまらず、オー

ストラリアや我が国などの周辺各国の航空管制にも影響が及ぶという点にも留

意する必要がある。 
  

 一方、航空管制業務等の運用方式は国の規則で決められているものの、業務が

複数の機関（プロバイダー）により実施されていることにより、各機関（航空総

局、PT. Ankasa Pura Ⅰ、PT. Ankasa Pura Ⅱ ）間の運用手法の違い、調整業

務の煩雑性、管制施設整備の不統一、人的資源の硬直性、機関間の職員報酬のア

ンバランスなど多くの問題から、これを１つのプロバイダー（シングルATSプロ

バイダー）により運用すべく法律改正を含めた準備が進められている。２００５

年に発表した航空政策（ブループリント）では、２００９年を目途にシングルA
TSプロバイダーを整備することとしている。 

                          ⇒資料３－１６「飛行情報区と航空保安施設状況」 
                            ⇒資料３－１７「航空保安関係機関」 

 
 
(8) 経済協力 
  航空分野における経済協力は、他の運輸分野と比べると歴史はそれほど古くな

く、１９８０年代に入ってから本格化した。手法としては、有償資金協力で空港

や航空保安施設の整備を行うプロジェクトが中心となっている。その中でも、バ

リのングラライ国際空港拡張事業は、インドネシアの航空の発展にとって特に大

きな意義を有する貢献であると言える。また、技術協力についても、輸送、空港、
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 管制、無線の各分野において延べかなりの人数の専門家が派遣され、指導にあ

 たってきている。 
  また、管制の分野では、自立的発展に向け、現状を打開するための教育訓練

への支援がクローズアップされ、技術移転が鋭意行われている。この点につい

ては、２００２年から２００４年にかけて実施された「航空セクター長期政策

調査」においても強調されている。 
今後は、ジャカルタのスカルノ・ハッタ国際空港が２０１５年に容量限界を 

  迎えると見込まれていることを踏まえ、首都圏の空港整備のあり方について、

投資環境整備の観点から、調査、技術協力、インフラ整備等我が国として必要

な協力を積極的に検討していく必要がある。 
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４．鉄道 
 
 
(1) 経緯 
  インドネシアの鉄道の歴史は古い。インドネシアで最初に鉄道が開通したのは、

我が国に最初の鉄道が開通した１８７２年より４年早い１８６８年のことであ

った。その後、当時のインドネシアを支配していたオランダによって次々と鉄道

建設が進められた結果、第２次世界大戦の前まで同国の鉄道輸送はかなりの進展

をみせた。 
  しかし、第２次世界大戦勃発時の日本軍による占領及び大戦後の独立戦争によ

って鉄道施設は大きな打撃を受け、さらに外国人技術者達も同国を去ったため、

鉄道の整備は遅々として進まなくなった。さらに、世界的なモータリゼーション

の波の中で同国においても人々の関心は自動車に向けられるようになった結果、

現在のインドネシアの陸上輸送の大部分は道路交通に依存している。 
   しかしながら、一度に大量の旅客及び貨物を高速で輸送するという鉄道の特性

は、自動車をはじめとする他の輸送機関に代替することができないものであり、

最近の地球温暖化問題への世界的な関心の高まりの中で、今後のインドネシアの

経済発展や国民生活の向上に向けて鉄道の整備・有効活用は非常に重要な課題で

ある。 
 
 
(2) 路線の概要 

 当初敷設された鉄道は、マドゥーラ島やスラウェシ島にも存在していたが、現

在運行されているのはジャワ島、スマトラ島の鉄道のみである。そのうち、スマ

トラ島の鉄道は３つの地域に分かれ、地域的な貨物輸送を主とした鉄道であり、

真の意味でのネットワークを有する鉄道はジャワ島だけである。              
                  ⇒資料４－１「インドネシアの鉄道網」 

 
  インドネシアにおける鉄道の総営業キロは現在４５００km余りである。軌間は

ごく一部の例外を除いてすべて狭軌（１,０６７ｍｍ）であり、ほとんどの区間は

単線非電化である。 電化区間の延長は約１６０ｋｍで、これはほとんどジャカ

ルタ及びその周辺地域（「ジャボタベック圏」という。ジャカルタ「JAKARTA」
とその周辺都市であるボゴール「BOGOR」、タンゲラン「TANGERANG」、ブカ

シ「BEKASI」のそれぞれの頭文字をとったもの。）を結ぶ都市鉄道である通称「ジ

ャボタベック鉄道」の部分となっている。 
                                  ⇒資料４－２「ジャボタベック圏の位置図」 
 

また、複線区間の延長は全体で約３７０ｋｍあり、ジャボタベック鉄道の大部

分と北線のうちブカシ～チレボン、南線及びスラバヤ近郊の一部に存在する。全
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体の旅客、貨物の輸送実績は別添資料のとおりである。 
  近年の鉄道輸送需要は、経済危機の下で航空運賃が大幅に引き上げられた１９

９８年には、多くの航空旅客が鉄道にシフトし、その結果鉄道旅客の需要は大き

く増大したが、２００２年以降、航空会社間の競争激化により航空運賃が大幅に

下がったことから、鉄道旅客の需要は減少又は横這いの状況となっている。 
                     ⇒資料４－３「PTKAIの事業規模」 
                     ⇒資料４－４「鉄道旅客数の推移」 
                   ⇒資料４－５「鉄道旅客人・キロの推移」 
                 ⇒資料４－６「鉄道貨物輸送量の推移（ｔ）」 

⇒資料４－７「鉄道貨物輸送量の推移（ｔ・ｋｍ）」 
                     ⇒資料４－８「PTKAIの財務状況」 
 
 
(3) 運営主体 

 第２次世界大戦前、盛んに鉄道を敷設・運営したのはオランダであり、私鉄が

中心であった。現在のインドネシアの鉄道の運営主体はインドネシア鉄道会社

（ＰＴ．ＫＡＩ＝PT Kereta Api Indonesia）のみである。 
  インドネシアの鉄道の運営主体は、当初はインドネシア国鉄（ＰＪＫＡ）であ

ったが、１９９０年政令第５７号により公共事業体（公社）であるプルムカ（Ｐ

ＥＲＵＭＫＡ＝Persahaan Umum Kereta Api ＝鉄道公共企業の略）に改組した。

これは、従来政府（運輸省）が丸抱えしていた鉄道事業のうち、主に運営面を政

府から委ねられ、経営効率の改善を目的として設立されたものであった。ＰＥＲ

ＵＭＫＡに移行後は、軌道、信号設備等の基本施設は政府が保有し、ＰＥＲＵＭ

ＫＡは車両や駅を保有して運行し、施設使用料を政府に支払うという我が国の第

２種鉄道事業者のような形となり、エコノミー運賃を除く運賃の決定、人事など

について独自の裁量権を有することとなった。   
  １９９９年６月、インドネシア政府は、ＰＥＲＵＭＫＡをさらに政府の関与が

弱い会社化して、現在のＰＴ．ＫＡＩに至るが、政府と会社の基本的な関係に変

更はない。その後、鉄道整備の促進やサービスの向上の観点から、ＰＴ.ＫＡＩ以

外の者に対して鉄道事業への参入を可能とする規制緩和の検討がされ、２００７

年５月に鉄道法の改正により、地方政府や民間企業の鉄道事業への参入が可能と

なっている。 
        ⇒資料４－９「国とPTKAIの関係」 

 
 
(4) 幹線鉄道 
 ① ジャワ島 
    ジャワ島は、我が国本州の５７％の面積に１億２千万人以上が住む人口稠

密地であるとともに、大小の都市が距離を隔てずに連なっているという点で

幹線鉄道輸送に非常に適した地域となっている。このため、インドネシアの
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鉄道旅客輸送のほとんどはジャワ島内の鉄道によるものであり、その輸送量

も２０００年まで着実に伸びてきていた。 
しかし、高速道路の整備、モータリゼーションの進展、航空運賃の値下げ

等の影響を受け、ここ数年は減少傾向となっている。今後は鉄道の特性であ

る定時性と安全性を確保しその信頼性の向上を図り、さらに利便性を高める

とともに快適な移動環境を提供するための積極的な技術革新に取り組むこ

とによって、鉄道利用者の増加を図る必要があるものと考えられる。 
                   ⇒資料４－５「鉄道旅客人キロの推移」 
     

 ジャワ島の幹線鉄道は、基本的に首都ジャカルタとその他の大都市とを結

ぶものである。その第１は、ジャカルタからジャワ海に面する島の北岸に沿

って東へ向かい、スラバヤに至る「北幹線」である。第２は、ジャカルタか

ら北幹線に沿って東に向かい、途中のチレボンで南に下りジョクジャカルタ、

ソロに至る「南幹線」である。第３は、ジャカルタからバンドンに向かう「バ

ンドン線」であり、これは北幹線のチカンペックより南下してバンドンに至

るものである。以上の各線に様々な連絡線や延伸線が加わっているのが、ジ

ャワの幹線鉄道の全体像と考えて良い。 
                                                                         
      （日本の都市に見立てたジャワ島の主要都市の関係） 
 

ｼﾞｬｶﾙﾀ   ﾁｶﾝﾍﾟｯｸ    ﾁﾚﾎﾞﾝ   ｽﾏﾗﾝ     ｽﾗﾊﾞﾔ ＜北幹線＞

    （東京）   （新横浜）   （静岡）  （名古屋） （大阪、距離的

                               には岡山） 
 
                        ﾊﾞﾝﾄﾞﾝ      ｼﾞｮｸｼﾞｬ  ｿﾛ ＜南幹線＞ 
           （仙台）＜ﾊﾞﾝﾄﾞﾝ線＞  （京都） （奈良） 
 
       我が国に当てはめれば、ジャカルタは東京に、スラバヤは大阪に、バンド

ンは仙台に、ジョクジャカルタは京都に相当すると思われ、その意味で上記

の３線はまさに新幹線ルートと見ることができる。しかし、上述のように現

在これらの路線のほとんどが単線非電化であり、かつては軌道状態も相当悪

かったが我が国の経済協力によって少しずつ複線化を含めた軌道改良工事

が進められ、徐々に輸送力は増大してきているが、インドネシアの経済の回

復に伴い、資源輸送や都市内・都市間輸送といった新たな鉄道需要に対して

十分とは言えず、更なる輸送力増強を図る必要がある。 
    鉄道の持つ旅客・貨物輸送における大きなポテンシャルを考えると、ジャ

ワ島の幹線鉄道は、日本であれば数分ヘッドで長編成の新幹線が運行するよ

うな路線に位置付けられる。したがって、これらの幹線鉄道の施設の改修強

化を図り、高速列車の走行が可能な安全性の確保と線路容量の向上を図るこ

とにより、その鉄道輸送特性が十分発揮されることが可能となるものと考え
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られる。まずは、現行の施設の老朽箇所を改良し、さらに輸送力向上の観点

から複線化を行うことが必要である。将来的には、少なくとも上記の３線に

ついては、完全な形での複線化が完成することが期待される。 
   

（現在の関連するわが国の主な協力案件） 
・ 南北幹線が共通して使用する区間であるチカンペック－チレボン間の複

線化（円借款） 
・ 南線（クトアルジョ－ジョグジャカルタ）複線化（円借款：２００７年９

月完成） 
・ 南線（クロヤ－クトアルジョ）複線化（E/S）（円借款） 
・ 北線、南線等に加え、コミューター列車が使用するブカシ線の複々線化及

びマンガライ駅における平面交差の解消 
（特別円借款による「ジャワ幹線鉄道電化・複々線化事業」） 

  
   なお、上述の「ジャワ幹線鉄道電化・複々線化事業」は、当初１９９９年

１月に、北幹線の交流電化計画（全体を３期に区切り、第１期は現在複線化

工事が進行中のジャカルタ＝チレボン間の要求。しかし、第２期、第３期は

単線のままの電化を想定している）を主な内容とする特別円借款の候補案件

として、インドネシア政府から要請された。このうち、電化については、車

両の加速性能を高めるほか、長い目でみたエネルギー効率の改善や他の電化

区間との車両の効率的共有といったトータルなシステムとしての鉄道の高

度化を図るためのものであるが、幹線輸送の場合、電化単独では輸送力の増

強にはほとんど直結せず、加えて、新たに運転や保守の要員訓練等の課題も

負うこととなる点を考慮し、複々線化を優先させることとなった。（内容は

後述）。 
 
 ② スマトラ島 
      スマトラ島は、人口密度が約９０人／平方キロと低く（ジャワ島は、９５

０人／平方キロ）、島内の面積も大きいためにジャワ島のような横断的な鉄

道網は発達していない。 
同島内の鉄道は、専ら石炭、石油、セメント等の原材料を積出港に運搬す

るための貨物鉄道として、北スマトラ、南スマトラ、西スマトラにそれぞれ

独立した形で３つの鉄道が運行している。旅客輸送量はジャワと合わせた全

輸送量のわずか数パーセントを占めるにすぎないが、貨物輸送量はインドネ

シア全体の約７割を占めている。 
                ⇒資料４－６「鉄道貨物輸送量の推移（ｔ）」 

⇒資料４－７「鉄道貨物輸送量の推移（ｔ・ｋｍ）」 
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(5) 都市鉄道 
  インドネシアの鉄道で、大都市圏内の移動や都市部と郊外部との移動の需要に

対応する鉄道、いわゆる都市鉄道といえるとしては、ジャカルタ首都圏の「ジャ

ボタベック鉄道」が相当する。（ただし、スラバヤにも幹線鉄道（マラン線）の

都市部分が事実上通勤線として機能している例がある。また、かつてバンドンに

は域内交通を担う軌道系の交通機関が存在していたといわれる。） 
 
 ① ジャボタベック鉄道 
    ジャボタベック圏には、オランダ時代に敷設され、長い間ほとんど機能し

ないままに置かれていた７線、およそ１６０キロに及ぶ鉄道路線が存在して

いた。我が国は、その位置的な特性に着目し、それをこの国初めての本格的

な都市鉄道として再生するために、長い年月と累計で約１，３００億円規模

の円借款を投入する大規模な経済協力を行ってきた。 
   ジャボタベック鉄道は、ジャカルタ市内中心部を縦断して南北に走る中央

線とそれをほぼ環状に取り巻く西線及び東線（以下「環状線」という。）が

基本となっており、さらに環状線にフィーダー線のように接続するブカシ線、

スルポン線、タンゲラン線及びタンジュン・プリオク線の７線より構成され

る。そのいずれもが、道路交通がほぼ閉塞状態にあるジャカルタ首都圏の交

通にとって、問題を解決するうえで非常に大きな効果を果たしうるポテンシ

ャルを持っているものと考えられる。 
 

近年、ジャボタベック鉄道全体の旅客輸送量が低迷しているが、これは依

然として無賃乗車が多い（全体の約３分の１）こと、年間の休日が増えてい

ること等の影響が大きい。そのような状況の中でも冷房の効いたエキスプレ

ス車による輸送量は大幅に増加している。 
  ⇒資料４－１０「ジャボタベック鉄道網」 

              ⇒資料４－１１「ジャボタベック鉄道旅客の推移」 
 
    我が国の支援の結果、中央線は市内中心部の区間が高架化され、ピーク時

には１２分間隔で運行するという整備目標も達成され、ボゴール方面からの

かなりの通勤需要に対応できるようになっている（現在では、ピーク時約６

分ヘッドで運行）。 

   また、環状線も１９９９年５月頃から自動信号化が完成し、ブカシ線と接

続したラケット状の準環状運転を開始した。これにより、環状線及び中央線

とブカシ線とを連携した面的な鉄道ネットワークが形成されことになり、同

プロジェクトの真価が発揮されるに至った。 

 
       郊外部から都心部への通勤需要等に対応したフィーダー線について、ブカ
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シ線は上述のように幹線鉄道と共用されていることもあって早くから改良

が進み、既に今後の線路容量が問題になってきている。スルポン線はフラン

スの経済協力によって電化工事、自動信号化等の整備が進められ、タナアバ

ン駅～スルポン駅間の複線化も完成し運用されている。しかし、新たなシス

テムとして、スルポン駅の改良に伴う電子チケットシステムが導入されたも

のの、十分な検討がなされないまま運用が開始されたためか十分に機能して

いない。一方、タンゲラン線、タンジュン・プリオク線については改良工事

の進捗ははかばかしくないが、タンゲラン線を活用して近隣のスカルノ・ハ

ッタ国際空港へのアクセス鉄道を建設する案が２００３年頃から話題に出

るようになり、２００５年１月のインフラサミットで提案された９１プロジ

ェクトの１つとなった。現在、空港公社（ＡＰ－２）、ＰＴ．ＫＡＩ等の出

資による「レールリンク」が同空港へのアクセス鉄道整備を計画している。 
 
    ジャボタベック鉄道については、ジャカルタ市内の交通渋滞が悪化の一方

を辿る中では、更なる施設改良により輸送力の適切な増強を図っていくこと

が必要である。特に、準環状運転の開始に伴い、マンガライ駅構内における

中央線と環状線の平面交差は輸送力増強のボトルネックとなっているほか、

ブカシ線については、コミューター、幹線輸送の双方の輸送量増加によって

近い将来線路容量の逼迫が予想される。こうした状況を踏まえ、都市鉄道の

分野では、以下に挙げるプロジェクトへの対応が当面の課題となっている。 
    ①マンガライ駅における平面交差の解消 
    ②マンガライ駅＝チカラン駅間の電化複々線化 
    ③一部不連続となっている環状線の完全環状化 
    ④東線の高架化 

   上述の特別円借款プロジェクト「ジャワ主要幹線鉄道電化・複々線化」は、

この①及び②の課題に対応する有意義なプロジェクトであったところ、イン

ドネシア政府からも最優先プロジェクトであるとの強い要請がなされ、２０

００年度に我が国は事業採択を決定し、２００１年３月にＥ／Ｎが締結され

た。（ただし、両国をとりまく財政事情等により、②のうち、ブカシ駅～チ

カラン駅間は、電化のみ行い、複々線化工事は先送りされた。） 
    本プロジェクトは、総事業費が４８０億円にのぼる大事業であり、また、

不法占拠者が多いマンガライ駅＝ジャティネガラ駅間の沿線を含む多くの

用地買収を要することから、インドネシア側も相応の負担することが必要で

あるが、鉄道プロジェクトとしては極めて大きな効果をもたらすことが期待

される。 
           ⇒資料４－１２「ジャワ幹線鉄道電化・複々線化事業（当初）」 
 
     ③と④に対応したプロジェクトについても、インドネシア政府は特別円借

款の要請を出したが、結果として採択はされなかった。 
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なお、ジャボタベック鉄道の運営面の課題としては、必ずしもＰＴ．ＫＡ

Ｉが自らサービス改善等を行うことに積極的でないことがあるが、これは運

賃が政策的に低く押さえられ、さらに無賃乗車も多いため、事業としての収

益力が低く、投資へのインセンティブが少ないためと考えられる。したがっ

て、ハード面の整備とともに、こうしたＰＴ．ＫＡＩの鉄道運営面の改善と

いったソフト面についても何らかの支援を講じていくことが求められる。 
                
 ② ジャカルタＭＲＴ（Mass Rapid Transit）事業 
       現在、ジャカルタ市は自動車、バイク等の急激な増加により慢性的な交通

渋滞と排気ガスによる大気汚染等の環境悪化が進み、世界で最も大気汚染が

酷い都市のひとつと言われている。このため、ＭＲＴ整備はジャボタベック

鉄道の輸送サービスの向上と共に抜本的対策として期待が大きい。 
    １９９８年５月のスハルト大統領の退陣までは、大統領の長女であるトゥ

トゥット氏が中心となってＬＲＴ（軽量鉄道）、高速道路、普通道路の３つ

の交通手段を３階層の形で建設し、ジャカルタ西南部郊外から市内中心部に

入れようとする「トリプルデッカー構想」が地下鉄構想と競合するプロジェ

クトとして検討されていたが、スハルト大統領の退陣に伴って立ち消えとな

った。 
                ⇒資料４－１３「２プロジェクトの検討路線」 
                      ⇒資料４－１４「地下鉄の経緯」 
 
       本ＭＲＴ構想もそもそも民活事業として投資家の間で検討がなされてき

た。しかしながら、紆余曲折を経た結果、結局、懐妊期間が長く、公共交通

機関として運賃も政策的に低く押さえられることが多い鉄道事業について

は、高速道路のように安易な民活手法の導入だけでは実現が難しく、一定の

公的支援を投入しなければ健全かつ持続可能な鉄道運営は困難であるとの

結論に至り、こうした民活事業としてのＭＲＴ構想は消滅した。現に、タイ

のバンコク市では、経済危機以前から上下分離方式（軌道、トンネル等は公

的整備、車両、運行面は民間）で進められてきた地下鉄は順調に整備が進み、

既に運行されているのに対し、民活方式をとったホープウェル社のプロジェ

クトは頓挫することとなった。また、フィリピンのマニラ市ではＬＲＴ３号

線は確かに基礎インフラも含めて民活方式によって進められているが、これ

も民活セクターは運賃収入の多寡に関わりなく政府から一定のリース料を

得ることができるＢＬＴシステムであり、厳密な意味での民活方式ではない。 
 

インドネシアでは１９９８年の経済危機以降、鉄道事業等の公共交通機関

を民活方式で運営して採算を得ることは困難であることが明らかになった

が、そこに投入する公的資金は国内的に調達することは不可能であった。こ

のような状況の中で、１９９９年１月にインドネシア政府から特別円借款の
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候補案件として正式にジャカルタＭＲＴ事業の詳細設計部分が要請された。

採択には至らなかったが、本件は基本的には従来の民活方式をやめてＧ－Ｇ

のスキームで行くことが明確になり、また、同年２月に我が国の旧運輸省の

外郭団体である（社）海外運輸協力協会（ＪＴＣＡ）によって技術的なスタ

ディが行われ、技術的な建設可能性がおおよそ確認された。 
   さらに、２０００年より開始されたＪＩＣＡ開発調査「ジャカルタ首都圏

総合交通計画調査」により、ＭＲＴの位置付けの検証及びフィージビリティ

スタディが行われた。 
   ２００２年に入り、事業費の大幅な圧縮をはじめとした事業化のための検

討を行う政府内勉強会（運輸省陸運総局、国家開発企画庁（BAPPENAS）、

ジャカルタ特別州等がメンバー）が発足し、事業費について、当初約千数百

億円から約７００億円弱に圧縮する案が１１月に運輸省からBAPPENASに提

出された。また、同年１１月からＪＴＣＡをはじめとするチームにより詳細

なスタディが行われた。 
   ２００３年以降も精力的に検討が続けられ、２００４年には、本体工事と

しては１０年以上にわたる検討の中で初めてインドネシア政府より日本政

府に対して正式に円借款要請が行われることとなった。これに対し、日本政

府からはジャカルタＭＲＴ事業実現のための８つの課題を正式に提示し、こ

れらの課題の検討が２００５年半ばより、ＪＢＩＣのＳＡＰＲＯＦ（プロジ

ェクト採択に向けて足りない部分を補う調査）の支援も受けて実施された。 
 

こうした一連の検討を受けて、２００５年１０月の円借款年次協議におい

て、インドネシア政府から、改めてジャカルタＭＲＴ事業に係る要請（詳細

設計）が行われた。同協議後、２００５年１０月末には、スリ・ムリヤニＢ

ＡＰＰＥＮＡＳ長官（当時、2007年現在財務大臣）から、当時の我が国外務、

財務、経済産業各大臣及び駐インドネシア大使宛に要請レターが接到し、我

が国においても採択に向けて必要な検討作業が進められたが、突如２００６

年２月になり、カラ副大統領より「ジャカルタＭＲＴ事業はＳＴＥＰ（本邦

技術活用案件、日本タイド案件）でなく、アンタイドでお願いしたい」との

要求があり、２００５年度内の採択を行うことはできなかった。 
   その後、２００６年度に入り、大使館、ＪＢＩＣ、関係企業、インドネシ

ア側関係者等様々な関係者よりカラ副大統領及びその周辺に対して粘り強

い説明や働きかけが行われた結果、改めてＳＴＥＰ案件として日本政府に対

する円借款要請が実施（同年１０月１３日）され、ようやく同年１１月のユ

ドヨノ大統領訪日にあわせる形で、１１月２８日東京、帝国ホテルにて、麻

生太郎、ハッサン・ウィラユダ両外務大臣による交換公文の署名が行われ、

ジャカルタＭＲＴ事業は正式に実施されることが決定した。 
   ２００７年現在、詳細設計を実施するコンサルタントの選定手続きを行っ

ているところであり、２００８年からは同詳細設計、ＭＲＴ運営会社の設立

といった本体工事の実施に必要な諸業務が実施される予定である。なお、今
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後の見通しとしては、２０１０年着工、２０１４年開業が予定されている。 
  ⇒資料４－１５「ジャカルタMRT事業について」 

 
 
(6) 事故 
    インドネシアにおける鉄道事故の発生状況は、別添資料のとおりであり、特に

脱線・転覆事故が多い。近年では列車同士の衝突事故により多くの死傷者が発生

し、ＰＴ. ＫＡＩの社長や監督する運輸省陸運総局長の辞任に至っている。収益

に直接結びつかない安全確保に対する取り組みが弱いことや職員の安全意識の

低さがこうした事故の大きな原因の１つと考えられる。 
  特に、最近の事故の傾向として注目されるのは、同地点における同種の脱線事

故の多発である。この背景には、輸送確保が優先され事故発生後の復旧を急ぐあ

まり、現場を保存して綿密な検証調査ができないため、再発防止に有効な原因究

明ができないことが挙げられる。また、事故発生のメカニズムを科学的に調査分

析する事故調査体制が不十分であることも同種事故の再発防止に効果的な対策

を立てることができない要因である。いずれにせよ、安全で安定した鉄道輸送を

実現し鉄道の信頼性を向上することは同国の鉄道にとって緊急の課題である。そ

のためにも関連の法制度の改善と技術基準の早急な整備が求められるところで

ある。 
さらに、今後は法整備と同時に、鉄道運行者が法規類を遵守し安全確保に努め

ているかどうかを監査し評価することができる行政側の能力の向上にも積極的

に取り組む必要がある。また、事故の再発防止のための事故調査分析を行なう鉄

道事故調査官の育成等事故調査体制の拡充も緊急の課題と言える。 
 いずれにしても、鉄道が輸送手段として国民の信頼を得るためには安全の確保

が最優先であり、引き続き、ソフト面・ハード面ともに安全施策を強化していく

必要がある。 
                      ⇒資料４－１６「事故発生件数」 
 
 
(7) 鉄道車両工業 
    スハルト大統領にかわって第３代大統領になったＢ．Ｊ．ハビビ氏は、スハル

ト政権下で長らく科学技術担当大臣をつとめ、その活動の一つとして陸海空の交

通機器を国産するという政策を掲げ、当時の「戦略企業庁」の下に精力的に推進

してきた。鉄道車両については、この政策の一環として東ジャワ州マドゥーンに

ある国営企業ＰＴ．ＩＮＫＡ（Indonesia Industri Kereta Api ）において、我が

国の日本車輌（株）の技術協力なども得て種々の車両の開発、改良等への取り組

みが行われており、現在では、車両を海外に輸出するところまできている。通勤

用の国産電車も２００３年３月に完成し、現在、ジャボタベックの通勤用エキス

プレス（急行電車）として運用されている。 
  交通機器の国産化政策は、特に航空機製造について国費の無駄遣いとして評判
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が悪いが、鉄道車両は部品の国産化率が低いといった問題はあるものの、他との

比較においては成功しているものと思われる。今後は我が国との技術提携をさら

に密接なものにして技術開発に取り組み、同国の実情にあった各種車両の開発製

造はもとより、ＡＳＥＡＮ諸国をはじめ開発途上国に対して高品質低価格の車両

を提供できる産業に成長することも視野に入れるべきではないかと考える 
 
 
(8) 経済協力 
  既に述べたように、インドネシアの鉄道の発展の歴史は、我が国の経済協力の

歴史と言っていいほど、鉄道分野における我が国の経済協力は重要な役割を果た

しており、それに見合うほどの規模の資金や人材も投じられてきた。実際、鉄道

に対する経済協力は、我が国のインドネシアに対する経済協力の中でも、最も古

くからかつ大規模で行われており、援助手法としては、有償資金協力（円借款）

が中心であるが、その前提としての技術協力（専門家、開発調査）等も他の運輸

分野と比べて群を抜いて大きな規模で行っている。 
  協力の内容は、大きく分けて、ジャワの幹線鉄道に対する複線化等の協力と、

ジャボタベック圏の都市鉄道に対する協力に分けられ、そのどちらにも累次にわ

たり円借款が供与されてきた。 
 一方、これらハード面で施設整備の成果は、メンテナンス、運行管理、無賃乗

車対策といったOperation ＆ Managementの改善によって一層高まることから、

ＪＩＣＡ専門家等による技術移転も積極的に進められている。 
                 
              

 
  ジャボタベック鉄道には、我が国の中古車両が相当数導入されており、例えば、

２０００年には、ジャボタベック鉄道に対して東京都交通局三田線で使用されて

いた電車の７２両が無償譲渡（輸送費用を円借款の一部で賄った）され、そのメ

ンテナンス等のために、車両の技術者がＪＩＣＡ専門家やシニアボランティアと

して日本から派遣して技術指導等を行った。これらの車両は、現在も急行列車と

して運用され、また、清掃や整備も行き届いていること等から市民にも好評を博

している。また、上述のＩＮＫＡによる国産通勤用電車や、ＪＲ１０３系の車両

も急行電車として運用されている。 
  また、スルポン線複線化に伴う輸送力増強のため、２００７年には東京メトロ

東西線で使用されていた５０００系車両が投入され力を発揮している。 
 
  ２００７年５月に鉄道法が改正され鉄道事業への民間参入が可能になったこ

とは先にも述べたが、この法改正を踏まえ、今後は民間主導の鉄道事業の新規開

発が活発化されることも十分予想される。特に鉱物資源開発に伴う輸送手段とし

ての鉄道整備や地方活性化を目指した地域鉄道の開発がこうした新しいスキー

ムによる鉄道整備の対象として今後具体化されていくことが考えられる。 
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 これまで我が国が行ってきた支援を最大限効果のあるものとするために、鉄道

技術行政への技術協力の一環として、地方政府を含め行政監督能力を有する人材

の育成、事故再発防止のための事故調査能力を有する人材育成、さらに優秀な鉄

道運行技術者の育成等を行なうための教育機関の拡充等ソフト面への協力につ

いても今後推進していく必要がある。 
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５．自動車 
 
 
(1) 概要 
  前章で述べたように、戦後、鉄道がほとんど発達しなかったインドネシアにお

いては、 モータリゼーションとともに自動車交通が陸上交通の大部分を占める

こととなり、経済危機に至るまで自動車は急激な勢いで増え続けた。このため、

主要な大都市では交通渋滞が大きな問題となっており、特に首都ジャカルタの中

心部においては、既に道路の整備によっては、都市交通機能を維持することがで

きない所まで来ているといえる。 
                                ⇒資料５－１「インドネシアの自動車台数」 
 
  他方、一般の自動車価格が高関税政策の結果我が国の１.５～２倍近くに達する

インドネシアにおいて、いわゆるマイカーを持てる層はごく一部の高額所得者層

に限られている。このため、一般庶民にとっては、バス、タクシー等の公共交通

機関が主要な交通手段となっており、特にバスは、都市内、都市間ともに稠密な

ネットワークを形成して、最も中心的な役割を果たしている。また、バス、タク

シー以外にバジャイ（三輪タクシー）、ベモ（簡易乗合タクシー）、ベチャ（人

力タクシー（注：ジャカルタでは既に廃止））などの簡易な乗り物も発達してお

り、主に短中距離の需要に応じている。 
 
 
(2) 自動車行政 
  インドネシアにおける自動車に係る行政の分担は、製造業としての自動車産業

の監督は、我が国の経済産業省に相当する工業省が行い、運送事業としてのバス、

タクシー等に対する事業規制、車検や安全基準等の安全行政は運輸省の陸運総局

が行っている。なお、同総局では、我が国では専ら警察と道路管理者の所管とさ

れる自動車交通規制に係る権限も一部所管している。 
 
 ① 自動車産業の監督 
    インドネシアにおいては、日本をはじめ各国の自動車メーカーが現地企業

と合弁で自動車部品の輸入及び組立事業を行っている。現在、インドネシア

の自動車のほぼ８割がこうして生産された日本車であると言われている。 
    なお、こうした中で、１９９６年からスハルト大統領（当時）がいわゆる

「国民車構想」を掲げ、国産部品の調達率を高める政策誘導をすることで、

インドネシアの自動車国産力を高めるという政策を実施しようとした。しか

し、実際に行われたのは、韓国キア社の完成車にただ国産車「ＴＩＭＯＲ」

のプレートを付けただけの車を関税免除で輸入し、しかもその輸入・販売業

務を同大統領の３男の会社だけに認めるというものであった。これは、ただ
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でさえＷＴＯで問題となる不公正貿易に該当するばかりでなく、スハルト政

権下の縁故主義の象徴的な出来事であったため、同大統領の失脚とともに立

ち消えた。 
 
 ② 自動車運送事業 
    バス、タクシーに対する事業規制の基本は、参入免許制と運賃認可制によ

っている。ただし、各交通モードに共通して言えることであるが、貧富の格

差が激しいインドネシアにおいて政府が運賃を規制する主要な観点は、「低

所得者層の運賃負担力への配慮」であり、エコノミー運賃（バスで言えば、

冷房無しの中型・大型バスの運賃）は、非常に低く押さえられている。 
 
 ③ 自動車安全行政 

  車検や安全基準の策定などの安全行政も運輸省陸運総局の所掌となって

いるが、インドネシアにおける車検について実際に行われているのは、バス、

タクシー、トラック等の営業車のみであり、６ヶ月ごとに車検を受け、標証

を貼付することとなっている。ただし、これらの営業車は相当老朽化した状

態のものが多く、道路で故障して動かなくなっている姿を頻繁に目にする。

陸運総局担当者によれば、このような状態になるのは、車検の実施方法や検

査機器等に問題があるというよりも、日常的な自動車整備に対する意識の低

さにあるということである。すなわち、車検時には基準を満たすよう整備す

るものの、合格後は取り付けた部品を取り外したり、排気ガスの黒煙が増え

ても燃料の節約になるようエンジンを改良したりするというような実態も

あるとのことである。 
    特に、自動車排ガスの問題については、バスやバジャイの老朽化（バジャ

イはほぼ全て老朽化している）、燃料品質（ガソリンの無鉛化もほとんど進

んでいない）等のため、都市部における大気汚染問題は深刻な状況となって

いる。しかし、発展途上国一般に共通する課題として、日々の生活そのもの

に余裕がない状況で、環境問題という当座の利害に結びつかない事柄に取り

組む余力がないという厳しい現実がある。政府サイドにおいても、問題意識

を持つ者は少数であり、社会全体として関心が薄いこの問題への自発的な対

応は、ほとんどといっていいくらいできていない。こうした中で、我が国の

旧運輸省（現国土交通省）が、他の発展途上国数カ国とともに、ジャカルタ

の自動車排ガス問題について実証的な調査を実施した「エコ・トランスポー

ト調査」（１９９３年～１９９５年）は、将来に向けたこの問題への対応に

とって重要な先駆的役割を果たしたと言える。 
                      ⇒資料５－２「エコ・トランスポート調査による診断結果」 
 
 ④ 自動車交通流管理 
    ジャカルタのようなアジア型の人口集積都市における交通渋滞の原因は、

社会が発展し、交通需要が一定の水準に達すると、自動車交通体系のみでは
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それに対応できないという基本原理の現れであるが、ミクロ的にみれば、道

路の不足、接続の悪さといったインフラ面での問題に加え、自動車交通流の

管理の問題も重要な要素として挙げられる。 
    具体的には、インドネシアの都市では交差点における右折が禁止となって

いる箇所が非常に多く、自動車は方向転換をするためには、一度反対方向に

あるＵターン地点まで走行しなければならず、これだけで全体の３割に当た

る無駄な交通が発生しているという推計もある。自動車運転マナーが、発展

途上国一般がそうであるように、先進国の常識とはかけ離れているインドネ

シアにおいては、交差点で右折を認めると、我先にという自動車が「三つ巴」

状態になって収拾がつかなくなるというのが現在の規制の理由とされてい

るが、例えば一定の交差点に限り、右折車線や信号機の整備を行い、取り締

まり体制を強化した上で右折解除を行うことは、一定の交通量削減に効果を

生むことが期待できる。 
              ⇒資料５－３「ジャカルタＡＴＣシステムの概要」 
    

ジャカルタ市においては、特に朝夕の交通渋滞緩和を目的として、２００

５年よりいわゆる「３in１規制」を実施している。これは、朝夕の一定の時

間帯（午前７時半～１０時、午後４時半～７時）に特定の道路（目抜き通り

であり、タムリン通り、スディルマン通り等）通過する車両（バス、タクシ

ー等は適用外）には３人以上乗車していなければならない、という一種の交

通量規制である。一定の効果が見られる一方で、「ジョキ」と呼ばれる規制

逃れのための乗車屋（自家用車利用者はジョキにRp.5,000／人を支払い乗車

してもらい、３人以上の基準をクリアさせる）が発生し、実際の得られるべ

き施策効果を減殺している面がある。 
    近年では、まだ実施は決定していないが、ジャカルタ首都特別州政府にお

いては、ロンドンやシンガポール等の都市で導入事例のある「ロード・プラ

イシング」の導入を検討する動きがみられる。これについては、交通政策的

にも、未だ有効な大量公共交通機関が存在しないジャカルタにおいて、通行

課金制度のみを導入しても対象とならない道路に車両が流れ込むだけであ

り、かえって渋滞地域の拡大をもたらす恐れも少なくないと考えられる。よ

って、実施すべき政策の優先順位とその効果を詳細かつ慎重に検討し、渋滞

緩和に関して我が国として何らかの支援を行う場合は、まずＭＲＴのような

大量交通機関の整備、これに関連するフィーダー交通網の整備を優先的に行

うことが不可欠であり、ロード・プライシングような一般道路利用者の負担

を伴うような施策を安易に支援すべきことは適切でないと考える（既に導入

事例のあるロンドンやシンガポールといった都市は、地下鉄等の交通機関を

整備してもなお渋滞問題が十分解決されないことから、ロード・プライシン

グを導入するに至っているという点についても留意すべきである。）。 
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(3) バス 
 上述したように、現在一般庶民の生活の足の中心となっているのがバスである。 

  バスは、都市の域内交通サービスを提供する「都市バス City Bus 」と、州を

またがったり、州内の遠距離の都市間を結ぶ「都市間バス Inter-city Bus 」とに

大別でき、また、物理的な大きさによって大型バス、中型バス、小型バスにも分

類できる。さらに、暑いインドネシアにおいては、冷房が入っているかどうかは

大きな問題であり、冷房付きのバスは「ＡＣバス」と呼ばれ、運賃が格段に高く

なっている。それぞれの運行に供されているバスの台数は、次のようになってい

る（１９９８年１２月陸運総局へのヒアリング結果）。 
        都市内バス  １３，１００台 
    都市間バス  ３３，８８７台 
    小型バス   ８５，４２５台 
 
    バスの事業主体は、基本的に民間であると考えてよいが、２つの国営バス会社

と協同組合がバスを運行する場合がその例外となっている。我が国のように地方

政府がバス事業を経営することはないと考えられる。 
  大型バス及び中型バスについては、運行者が会社組織となっているものが多く、

逆に小型バスは多くが個人営業である。 
  国営のバス会社は、かつて補助金交付対象の小規模民間バス会社（大型バス）

を集約して国有化したところからできた会社であり、ジャカルタを中心とするジ

ャボタベック圏において運行している「ジャカルタ旅客交通公社（ＰＰＤ）」及

び地方都市に路線を持つ「インドネシアバス会社（ＤＡＭＲＩ）」の２つがある。

これらは、ガルーダ航空等と同じ国営企業（ＢＵＭＮ）であるが、その中でも、

政府の関与の強い「公社（ＰＥＲＵＭ）」であり、運輸関係の国営企業のうち、

まだ「会社（ＰＴ）」化できていない最後の２国営企業となっている。 
 
  低所得者層への配慮から、エコノミー運賃を低く規制しているものは、上記の

うち、都市内の大型・中型バス（冷房車を除く）及び都市間バスのエコノミー運

賃のみであり、小型バスはこの規制の対象とはなっていない。実態としても、小

型バスは、大型バスに比べ運賃が少し割高になっているようである。 
 
  バスの運行にとっては、タイヤやオイルフィルターといったスペアパーツの交

換が不可欠であるが、スペアパーツの多くは輸入品であるため、経済危機の際は、

ルピア暴落の結果スペアパーツの価格が高騰し、バス事業者がスペアパーツを購

入できなくなり、多くのバスが止まるという問題が発生した。バスが庶民生活の

足を支える交通手段であることから、これは社会不安にもつながりかねない大き

な問題であり、食糧や医薬品の問題と同様、社会的弱者に係る問題である。イン

ドネシア政府にとっては、暴動等の発生の可能性を排除するためには、運賃の大

幅な値上げを認めることはできず、かといってその運賃では事業者はスペアパー

ツ購入の資金が捻出できないためバスが止まるというジレンマを抱えることと
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なった。 
  止むに止まれない状況の中で、インドネシア政府は、最も緊急性の高かった都

市バスの一部（運賃規制を行っている主要な路線を運行しているバス）ついて、

１９９８年に自前の予算で民間事業者に対するソフトローンを実行した。しかし、

これでカバーできたバスは全体のごく一部であり、数倍の数にのぼる都市間バス

について、日本政府に支援を要請してきた。これに対し、日本政府では、経済危

機の克服のための対インドネシア支援の一環として検討を行ったが、結局、１９

９８年度におけるバス・スペアパーツ支援は、土壇場になって専らインドネシア

側の事情によって要請自体が取り下げられてしまい実現には至らなかった。 
    また、このスペアパーツ案件については、１９９９年度円借款案件としても要

請が出されたものの、こちらも実現されなかった。 
 
  ２００１年になり、バス車両の更新を進めたい運輸省は、ついに自前の予算で

東京都の中古バス（東京都は、都営地下鉄１２号線の開業に伴いバス路線の再編

を行い、バス車両の処分を行う必要があった。）を購入することを計画した。新

車のバスを購入することに比べ低予算で効果も大きいことから、東京都の協力、

大使館等関係者の側面支援の結果、２００２年３月に初年度５０台の中古バスが

導入された。 
 
 
(4) 経済協力 
  自動車分野における経済協力は、比較的限られているが、歴史は古い。即ち、

我が国の対インドネシア経済協力がはじまった１９６０年代において、バスに対

する保守の技術指導や車両そのものの供与を円借款で行っている。また、１９９

７年から２０００年まで、道路交通管理のためのＡＴＣシステム導入との関係で

警察庁から専門家が陸運総局に派遣され、自動車交通流管理に係る技術指導も行

った。 
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６．海事 
 
 
(1) 海運 
 ① 概況 

   四方を海に囲まれ、１７,０００もの島々によって構成される世界一の群島

国家インドネシアにとって、貨物、旅客ともに海運（海上交通）の役割は極

めて大きい。海運は、同様に２地点を高速で結ぶ交通手段である航空と比べ、

大量の貨物輸送が可能であること、需要の規模や移動距離等に合わせてさま

ざまな形態の輸送が可能であり、よりきめの細かいネットワークが構成でき

ること、運賃負担力が小さい一般庶民にも利用可能なことといった特徴を有

しており、発展途上国であるインドネシアにとっては欠くことが出来ない存

在である。 
    インドネシアにおける貨物・旅客の海運輸送の概況は別添資料のようにな

っており経済状況を明確に反映する貨物輸送については、経済危機の際には

一時減少に転じたものの、その後は再び増加傾向が続いている。 
                                  ⇒資料６－１「海上貨物・旅客輸送の推移」 
 
 ② 海運の種類 
    インドネシアにおいては、海運の種類として、外航／内航、貨物／旅客の

ような区分のほかに、過去からの経緯や地形条件等から「群島海運」「開拓

海運」のような独特の概念が設けられて来た。「群島海運」はピニシ船等の

木造船による海運（traditional shipping）と鋼船による一般の島嶼間海運で

構成されている。内航のコンテナ化の進展と木造船の衰退により「島嶼間海

運（inter island shipping）」という言葉が主流になりつつある。外航海運は

シンガポール等のハブ港へのフィーダー輸送が中心である。「開拓海運」は

１９７４年にスタートした政府補助金による離島航路である。東部インドネ

シアなど開発の進展と共に島嶼間海運に吸収されつつある航路もあるが現

在なお約９０航路が開拓航路として存在している。「特殊海運」は石油、石

炭等の太宗貨物を生産会社が自ら運航する海運であるが、これも時代の推移

と共に島嶼間海運に統合されようとしている。 
                            ⇒資料６－２「インドネシアにおける海運の種類」 
 
 ③ 海運企業    
    インドネシアの自国海運企業数は、１９８８年の１,０００社足らずから２

００１年の３,０００社あまりへと３倍以上になったが、この間の船隊の伸び

は８,０００隻から１０，０００隻余りへと１．３倍の伸びに止まっている。

インドネシア船主協会（INSA）に所属する船社９１４社の８０％以上は３隻

以下の船舶を保有する小規模船社であり、１０隻以上を所有する船社は４％
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に満たない。これは、過去の定期船同盟時代にジャカルタ・ロイドなど大手

船社が船隊整備を怠ったことが最大の要因といわれている。 
インドネシアの海運企業は船舶不足に悩んでおり、貨物については内航も

含めて外国船社が入ることでようやく全体の輸送が賄えている状況にある。

また、旅客輸送については、国営海運会社ＰＴ．ＰＥＬＮＩや国営フェリー

会社ＰＴ．ＡＳＤＰが大きな役割を果たしており、概して民間海運企業は小

規模なものが多くなっている。 
                  ⇒資料６－３「インドネシアの海運企業」 
 
    我が国はインドネシアにとって輸出、輸入とも最大の貿易相手であり、ま

た、我が国にとってインドネシアは、石油・天然ガス等のエネルギーを依存

しているのをはじめ重要な貿易相手であるが、こうした貿易の貨物輸送はそ

の大部分が外航海運によるものである。本邦海運企業も数社がジャカルタ、

スラバヤ等と日本、シンガポール等を結ぶ定期航路（週２便程度）を運航し

ている。 
              
 ④ 海運業（貨物輸送）の実態と海運政策 
    有名な小説「ガルーダ商人」の中に、スカルノ大統領時代のインドネシア

では船舶がほとんど無く、戦後賠償でまず日本から船を買うという話が出て

くる。しかし、40年以上たった今でも、全体の貨物輸送量は大きくなったと

はいえ、依然としてインドネシアの海運業は船舶不足に悩んでおり、実質的

な運航形態で見ると外航では９０％以上、内航でも４０％が外国籍船によっ

て運ばれているのが実状である。 
                    ⇒資料６－４「海運総局長議会発言」 
              
       内航海運については、インドネシア政府は、海上交通法第７３条第１項に

基づきカボタージュ規制を行っており、普通ならば我が国のように外国籍船

による輸送はゼロとなるはずである。しかし、適当な船舶が不足している現

実の中で、これを厳格に実施したのでは貨物輸送が停滞し経済が成り立たな

いことから、同条第２項で一定の条件の下であれば外国籍船による輸送を認

める旨の規定を活用し、半分近くの貨物を外国籍船によって輸送し、これに

よりカボタージュ規制は事実上有名無実化している。 
    また、外航海運については、船舶不足により、一旦インドネシア船社が輸

送権を得た荷物もその多くが実際の運送を外国船社に委託されて運ばれて

おり、結局、インドネシア船社の経営は、そのほとんどの貨物について荷主

から受け取った運賃と外国船社に払う委託料の差額で成り立っていること

となっている。 
 

１９８０年代から海運業に関して出されたいくつかの政策を見ると、自国

の海運業を振興させようとする意図と、上述のカボタージュ規制の事実上の
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撤回のように経済発展のためには規制を緩和し、外国船社の力を借りてでも

産業の基礎である貨物輸送量を確保せざるを得ないという背反する２つの

意図が混在している（正確には、これにさらに造船業振興の観点が加わる）。

しかし、ここで重要なのは、海運振興策といっても、従来のそれは経済原則

に反して人為的な制限を課す規制行政であり、積極的に企業体力をつけさせ

る助成策といえるものはひとつも無かった。このため、輸送力確保のための

規制緩和策の陰で、海運業振興策の方もかえって自国海運業の発展を阻害す

る働きしか果さなかった。たとえば、１９８５年の大統領令第４号（ＩＮＰ

ＲＥＳ４／８５）では、造船業振興とともに船舶の若返りを目指して船齢２

５年を越える老朽内航船の運航を禁止したが、実際には体力のないインドネ

シア船社には、老朽船の解撤に新造船の投入を間に合わすことができず、結

局この規制は船腹量の減少を招いただけで、１９８８年の大統領令（ＰＡＫ

ＮＯＶ２１／８８）によって撤回された。 
                  ⇒資料６－５「インドネシアの海運政策」 
 
    海運への支援策について問題なのは、政府関係貨物や合板など一定の貨物

の外航輸送について、政府の規制によってインドネシア船社にのみ輸送させ

るという、いわゆる「貨物留保策」である。これは、外航海運の国際原則で

ある「海運自由の原則」に明らかに反するとともに、長い目で見れば外国船

社と競争の無い状況に置くことによって、かえってインドネシア船社の国際

競争力を一層低下させることにつながっている。しかし、これらの貨物留保

策は、近年ようやく縮小の方向に向かっており、政府貨物については、その

主要部分を占める円借款貨物に係る留保について日本政府の強い申し入れ

により１９９６年に事実上撤回され、また、合板については、経済危機に際

してスハルト大統領とＩＭＦとの間で結ばれた１９９８年１月の構造改革

に係る合意事項の一つに盛り込まれ、合板取引を独占していたカルテル活動

に根拠を与えていた商工大臣令が廃止され、カルテルは事実上解消すること

となった。 
                     ⇒資料６－６「政府貨物留保規制」 
                    ⇒資料６－７「ＩＭＦ合意事項（抄）」 
 
    ２００２年１２月～２００４年３月にＪＩＣＡが実施した「インドネシア

国内航海運及び海事産業振興マスタープラン調査」（ＳＴＲＡＭＩＮＤＯ－

Ⅰ）では、２０２４年を目標とする長期的な内航海運、海事産業振興政策が

提案され、更に２００４年８月～２００５年３月に実施したそのフォローア

ップ調査（ＳＴＲＡＭＩＮＤＯ－Ⅱ）においては、内航海運振興のための公

的船舶金融制度の導入、同制度を支える船舶管理体制の向上等が具体的に提

言された。 
これを踏まえインドネシア政府は、２００５年３月２８日、海運振興に関

する大統領教書（No.5/2005）を発布した。この大統領教書は、国内海運産
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業振興政策の実施を促進するため、経済担当調整大臣、国家開発計画庁長官、

運輸大臣、財務大臣、内務大臣、工業大臣、商業大臣、林業大臣、国家教育

大臣、エネルギー・鉱物資源大臣、海洋・水産大臣、国営企業担当大臣及び

協同組合・中小企業担当大臣の１３大臣並びに地方自治体の首長に対し、カ

ボタージュ原則を一貫して適用し、所要の政策を策定するとともに、各位の

職務、役割及び権限に応じて国内海運産業振興のため、貿易、財務、交通、

工業、燃料・鉱物資源及び教育訓練の各分野において必要な措置を講ずるよ

う求める内容のものであり、合わせて、その進捗状況を定期的に大統領に報

告することも求めるものとなっている。 
 ⇒資料６－７―２「海運振興に関する大統領教書の概要」 

 
現在インドネシア政府は、この大統領教書（No.5/2005）の具体化に向け

た諸々の取組みを進めており、その一環としてインドネシア運輸省では、Ｓ

ＴＲＡＭＩＮＤＯでも提言された円借款を活用した内航海運振興のための

公的船舶金融制度の導入、同制度を支え優良な船隊整備を支援するための船

舶管理体制の向上等を目指して、ＪＩＣＡの協力を得ながら２００６年３月

より「海運振興プロジェクト」を実施してきており、このプロジェクトは海

運事業者等からも大きな期待を集めている。 

なお、運輸省海運総局の２００７年４月付資料によれば、大統領教書（No.

5/2005）の発布後２年間における成果として、以下のような事項が挙げられ

ている。 
(a)大統領教書の内容を実施するための法令の整備 
(b)カボタージュの完全実施に向けたロードマップの策定 
(c)インドネシア籍船の増加 

⇒２００５年３月末におけるインドネシア籍船は計６，０４１隻（総トン

数5,665,766トン）であったが、２００７年３月末には７，１３７隻（総

トン数7,035,204トン）となっており、これは２年間で隻数について１，

０９６隻（１８．１４％）増加（総トン数について1,369,438トン（24.
17%）増加）したことを示している。ただし増加要因を見ると、一部に

は新船の建造、海外からの中古船購入もあるものの、大部分は国内船社

の所有船舶の船籍を外国籍からインドネシア籍に変更したことによる

ものである。 
(d)インドネシア籍船の貨物積取比率の上昇  

⇒内航海運におけるインドネシア籍船の貨物積取比率は、２００４年には

５４％であったものが、２００６年には６１％に上昇しており、また、

外航海運におけるインドネシア籍船の貨物積取比率も、２００４年には

３．５％であったものが、２００６年には５．７％に上昇している。 
 

 ⑤ 海上旅客交通 
    インドネシアの海上旅客交通について語るとき、まず注意しなければなら
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ないことは、河川・湖沼の横断や海峡等の渡しを２地点間のピストン輸送の

形で行う海上交通を意味する「河川、湖沼、対岸渡し交通（原語Angkutan 
Sengai, Danau dan Penyeberangan ここでは、ＡＳＤＰと略す)  」とい

うインドネシア独特の概念である。それは、道路や鉄道などの陸上交通の延

長であるとの考え方から、行政上の管轄も陸運総局にあるとされている。

（一説には、かつてこうしたＡＳＤＰが行政上問題となったのが、メラクに

おける鉄道貨物のスマトラへの横断だけであったため、鉄道を所管する陸運

総局がＡＳＤＰをも担当することとなったと言われている）。この結果、Ａ

ＳＤＰとそれ以外の海上旅客交通との所管部局が異なることとなり、両者は

全く別種のものであるかのように扱われており、トータルな海上旅客交通の

姿が判り難くなっているという問題がある。実際に、この両者に係る統計デ

ータ等は全く別々に作られており、両者を同じベースで比較することは困難

である。 
 
    加えて、「フェリー」という言葉の定義が曖昧にされているという問題が

ある。我が国で「フェリー」は「旅客と自動車を同時に運送する海上運送事

業」（海上運送法の「自動車航送事業」）を意味するが、ＡＳＤＰも実態上

旅客、自動車を同時に運送できるRO-RO 船の運航であることが多いため、

ＡＳＤＰ＝「フェリー」という訳語の当てはめが一般になされている。しか

し、ＡＳＤＰはあくまで上述した内容の運航形態を意味し、両者は次のよう

に異なる。 
・ＡＳＤＰは、あくまで短距離の輸送でなければならないが、「自動車航送

事業」は距離に関係がない。 
・「自動車航送事業」は、あくまで旅客と自動車を同時に運送する事業を指

すが、ＡＳＤＰは旅客のみの運送であってもかまわない。 
・ＡＳＤＰは、２地点間のピストン輸送でなければならないが、「自動車航

送事業」はそれに限らない。 
    実際は、ＡＳＤＰには、これまでのところ長距離路線がなく、また、旅客、

貨物を同時に運送できるRO-RO 船以外の運航はマイナーなものであるため、

この定義の差はあまり問題となっていない。したがって、インドネシアでの

現状では、「フェリー」は、「RO-RO 船の運航」とか「陸運総局管轄下に

おける海上輸送」という意味に理解しておくことが適当であろう。ＪＩＣＡ

開発調査「全国フェリー網整備計画第２期」は、このあたりの問題にある程

度の分析を行ったはじめての試みといえるが、この問題についての厳密な検

討はさらに今後の研究を待つ必要があると思われる。 
 

また、２つの海上交通を設ける結果、このような概念的な問題ばかりでな

く、実務上の不効率の弊害も生じている。例えば、スペースが限られた港に

おいて、ＡＳＤＰと「海運たる海上旅客交通」の船舶が相互の調整無く別々

のバースを使っているため非効率が生じていたり、民間の運航会社が事業を
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はじめるにあたって、運航内容によって陸運総局と海運総局から相当の手間

をかけて別々の認証行為を得なければならなかったりする問題である。 
いずれにしても、現時点でインドネシアの海上旅客交通は、上述のように

２分された形となっており、両者それぞれに民間の運航会社が相当数存在し

ているが、それぞれの中心となるのは、ＡＳＤＰを担当する国営フェリー会

社ＰＴ．ＡＳＤＰと「海運たる海上旅客交通」を担当する国営海運会社ＰＴ．

ＰＥＬＮＩの２つの国営企業（ＢＵＭＮ）となっている。前者が一部のター

ミナル施設の管理権まで持つことがあるのに対して、後者は船舶の運航に業

務が限定されている。両者について、現況を示す資料を付す。 
                   ⇒資料６－８「ＡＳＤＰの概要」 

                     ⇒資料６－９「ＡＳＤＰ航路一覧」 
               ⇒資料６－１０「ＰＴ．ＰＥＬＮＩの航路一覧」 

 
 
(2) 港湾 
  海運（海上交通）を支えるインフラが港湾である。海運総局の資料によれば、

インドネシアの港湾は全体で２，０００余りに達するが、このうち半分以上は企

業等の専用バース等が占め、不特定多数の船舶が入港する「公共港湾」は半分以

下の７２５港湾である。さらに、このうち主要な１１１の港は「商業港湾」と呼

ばれ、運輸省に変わって４つの港湾管理会社（ＰＥＬＩＮＤＯⅠ～Ⅳ Pelabuha

n Indonesia の略）が管理することとなっている。港湾管理会社は、ガルーダ航

空等と同じく、国営企業（ＢＵＭＮ）のひとつであり、政府の関与が少ない株式

会社（ＰＴ）であり、株式はこれまで長らくすべて１００％国有であったが、最

近、第２港湾管理会社の株式の一部が、運輸関連国営企業としてははじめて民間

売却に成功し、さらに第３港湾会社がそれに続いている（現在、船舶法（Shippi
ng Law）の改正作業中であり、改正案によれば、企業等の専用港湾においても、

いわゆる公共港湾と同様な役割を認めることになる予定）。 
  なお、公共港湾は更に国際ハブ港湾、国際港湾、国内港湾、地域港湾、地方港

湾に細分されるが、国際ハブ港湾及び国際港湾はＣＩＱ設備等の面で国際貿易に

適した港を「国際港湾」と指定する意味の制度であり、「国内港湾」であっても

ＣＩＱ等の面で支障が生じないようしかるべき許可を得れば外国船も入港でき

ることとなっており、我が国の「開港」「不開港」のような制度ではないと考え

られる。 
                 ⇒資料６－１１「港湾管理会社の地域管轄」 
                   ⇒資料６－１２「インドネシアの港湾」 
   

  上述したように経済危機の前までインドネシアの海上貨物取扱量は大きく伸

びてきたし、経済危機から脱した後は再びさらに伸びていくことを考えれば、基

礎インフラである港湾整備や港湾荷役等のソフト面の対応の改善を適切に進め

ていかなければ、インドネシア経済の発展のボトルネックになる可能性がある。
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実際、経済危機の前までは、タンジュン・プリオク港は滞船時間の長いことで有

名であったし、大型コンテナ船を受け入れられる港湾も、ガントリークレーン等

の設備面での制約のため今のところジャワ島の数港に限られている現状では、２

億人以上の人口を抱えるインドネシアの物流を将来支えきれなくなると考えら

れる。 
 
  大きな視点でみたとき、今のところインドネシア最大の港湾であるタンジュ

ン・プリオク港でさえ、シンガポールを拠点とするグローバルな海上貨物の荷動

きの中では、フィーダー的な役割を果たしているに過ぎないが、それは、国際ハ

ブ空港についてよく行われる議論と同様、基本的には後背圏の経済力の問題であ

ると考えられるものの、上述のような港湾の機能や設備面での問題も影響してい

る。特に、最近の物流の中心となっているコンテナ輸送については、港側にしか

るべき態勢があるか否かによって貨物が来るどうかに影響するので、こうした面

での港湾整備や荷役の合理化対策は後手に回ることなく進められるべきである。 

こうした中で、ＪＩＣＡ開発調査「港湾整備長期戦略調査」が実施され、コンテ 

ナ化等の物流の事情を踏まえて今後のインドネシアの港湾整備の全体的な方向

が示されたことや、「ジャカルタ大首都圏港湾開発計画調査」により、投資環境

整備の基盤インフラであるジャカルタの港湾整備のビジョンが示されたこと、ま

た、これを受け、２００３年度円借款で「タンジュン・プリオク港緊急リハビリ

事業」が採択されたことは注目に値する。 

 

また、港湾保安に関しては、改正SOLAS条約に基づくISPSコードへの準拠は、

現在230施設となっているが、その取り組み状況についてIMOやUSCGから厳しい

評価を受けているところである。2006年8月に実施された開発調査「インドネシ

ア国主要貿易港保安対策強化計画調査」に基づき、同年12月から港湾保安強化プ

ロ技が開始されたところであり、今後実施予定の保安施設に関する無償資金協力

援助とあわせて、策定５年後に予定されている現行港湾保安計画の見直しや同計

画に基づく演習や訓練に対する技術指導を両輪として当国のレベルアップを図

ることが重要である。 
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(3) 船員 
 ① 概要 
    インドネシアはフィリッピンに次ぐ船員供給国であり、船員の養成は国内

の輸送手段としての海運への貢献のみならず、諸外国へ船員を供給し、イ国

の雇用機会と外貨獲得の機会ともなっている。 
  1998年に発効した、改正STCW条約では、船員の訓練及び海技免状の発給

に関する管理体制の確立を求めると共に、新たに各種教育機材を使用した訓

練を義務とする高度な教育訓練が要求されることとなった。また、同条約で

は船員の訓練、能力評価、資格証明等が条約に基づき適切に実施・運用され

ているか継続的に監視し、その評価に関する報告をIMO事務局へ提出するこ

ととなった。 
   インドネシアは、日本からの技術協力等により２０００年１１月のＩＭＯ

海上安全委員会においてホワイトリスト入りを果たした。そして資質基準制

度については２００４年１月に独立評価に関する報告書をＩＭＯへ提出し

た。 
   また、他国の船員資格を承認することにより自国の船員資格と同等の取扱

いとすることができるものとして、船員資格に係る締約国間の承認制度が設

けられており、インドネシアは６３ヶ国と締結している。（２００５年１月） 
 

  インドネシアの船員教育機関は、近年海外からの協力を積極的に受け入れ

ており、特に私立校のレベルアップに関して、オランダが資質基準の作成、

カリキュラムの改訂、標準問題の作成等の協力を行っており、ドイツはセマ

ランにある４校の私立学校生が共同で使用するGROWTH CENTERに教育機

材を供与する計画を実行中(2007年完成予定)である。また、アメリカは２０

０５年３月までに６校の国立船員教育機関に機材供与を行った。 
    これに対して日本は、海員学校３校を建設する円借款事業を実施し、まず、

２００４年２月にマウク海員学校が完工・開校したが、他の２校（パンカラ

ンブランダン校及びソロン校）については建設サイトの変更や入札手続に長

期間を要したため、運輸省は円借款支出期限の延長を実施しようと試みたが、

財務省やＢＡＰＰＥＮＡＳの慎重論（「期限延長しても事業を完了できない

のではないか」）に押され、結局、２００６年５月末の円借款支出期限まで

にインドネシア政府からの同期限の延長要請が行われず、残る２校の建設は

中止されるに至っている。 
また、もう一つの円借款事業である「船員教育整備プロジェクト(Maritime

  Education and Training Improvement Project)（２００１年１２月Ｌ／Ａ

 署名）」は、国立校の教官の能力向上と教育機材の拡充整備を目的として、

 現在進行中である。２００８年２月には、実施機関である運輸省教育訓練庁

 と請負業者（三井造船、豊田通商等のJV）との間で工事契約が調印された。 
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 ② 海技資格 
    船員行政のうち、船員の資格（海技資格）の制度の運用、すなわち、資格

の種類を定めたり、資格試験を行う事務及び海技免状の発行・管理は、運輸

省海運総局の海上安全局が行っている。 
    海技試験は独立した「試験委員会(The Board of Examination and Assess

ment for the Certification of Seafarers;BECS)」によって行われる。試験委

員長は海運総局の海上安全局長が兼任している。試験委員長の下には、主席

試験官（商船）と主席試験官（漁船）が配置され、主席試験官（商船）の下

には全国に９カ所の「試験実行委員会（Executing Committee for the Exa
mination）」が設置され、また、主席試験官（漁船）の下には「試験委員会

 漁船」が設置され、試験の実施・評価を行い、その結果を試験委員長へ報

告することになっている。  
なお、インドネシアでは漁船員の海技免状は、商船とは分離されている。 

⇒資料６－１３「試験委員会組織図」 
 

   商船の海技資格は船舶の航行区域、トン数、機関出力により航海士、機関

士ともに５種類に分けられている。１級から３級が国際航路、４級は沿海、

５級は国内航路（機関士の資格は機関出力により分類されている。）資料６

－１７―１ に海技資格の種類と発給数を示す。航海士、機関士いずれも１

級海技免状（外航船の船長、機関長）の発給数の少ないのがインドネシアの

特徴である。 
    また、船舶に乗り組むためには海技資格とは別に職務毎に保持すべき資格

証明が必要である。例えば、安全、消火訓練、ＧＭＤＳＳ、レーダーシミュ

レーション、タンカー資格、応急医療、ＲＯ－ＲＯ船等である。これらの訓

練はそれぞれの学校で実施されており、訓練終了後、資格証明書が付与され

る。学校毎の訓練コースの種類・資格取得者数を資料６－１７－２に示す。 
                     ⇒資料６－１４「海技免状発給数」 
                       ⇒資料６－１５「資格取得数」 
 
 ③ 船員の数  
    インドネシアには船員の数に関する信頼できるデータが無く、BIMCO/ISF

のデータ（２００５年）調査によるとインドネシアの船員は職員７，７５０

人、部員３４，０００人合計４１，７５０人となっている。これは、前回の

データ（BIMCO/ISF２０００年）の半数となっている。今回半減となった理

由は、インドネシアには信頼できる船員の数に関するデータが無いためであ

る。 
    インドネシア運輸省の海運総局は海技免状の発給数及び資格取得数は把

握しているが船員の数に関する統計はなく、運航されている船舶数から６２，

０００人と推定している（漁船員を除く）。 
インドネシア船員組合（ＫＰＩKesatuan Pelaut Indonesia）には約３５,
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０００人が登録されており、外航に従事する船員はほぼすべて加入している

が、逆に内航の船員はほとんど加入していない実態であると言われている。

ＫＰＩによれば２００４年に約２７，０００人が外航で働いているといわれ

ている。 
                    ⇒資料６－１４「船員数」 

 
また、マンニング会社組合（ＣＩＭＡ）はインドネシア国内のマンニング

会社の約２０％が加入しており、国外で働く船員の数のデータを有する。

（国外で働く場合には出国税(FISKAL)を払わなければならず記録として残

る。）これよれば年間約５,０００人から８,０００人程度の船員が出国して

いる。 
                  ⇒資料６－１４ 「インドネシア船員出国者数」 

  
 ④ 船員の教育訓練 

船員の教育訓練に関する行政事務は、運輸省の中でも、海運総局とは独立

した教育訓練庁（Badan Pendidikan dan Latihan 略称 Badandiklatバダン

ディクラット）が行っている。教育訓練庁は、航空、陸上（鉄道、自動車等）、

海上の３分野教育訓練を統括している。船員教育はその中の海事教育訓練セ

ンター（Pusat Pendidikan dan Latihan Laut 略称Pusdiklat プスディクラッ

ト）が担当している。同センターは国立の船員教育機関（７校）を統轄し、

船員教育の行政事務を行っている。一方私立の船員養成機関が数多くありこ

れらは文部教育省の管轄下にある。 
 ⇒資料６－１６「組織図」 

 
  イ）船舶職員の教育訓練 

船舶職員の教育訓練は、大学教育（商船大学等）が主体となっている。

ここにおいて、所要のさまざまな科目の学習、実習訓練とともにＳＴＣＷ

条約で求められる１年間の乗船経験を得ることにより、学生は、卒業時点

で３級海技士の試験受験資格が与えられることとなっている。我が国では、

３級海技士に合格して海運企業等に就職した者は、その後、当該企業等で

船員として勤務する中で乗船履歴をつけ、次の資格のための国家試験を各

自で準備し受験するが、インドネシアでは、次の上級資格の受験資格とし

て、乗船履歴に加え、しかるべき再教育機関での座学（３ヶ月から９ヶ月）

が求められている。このため船員は、再教育のために学校に通わなければ

ならず、インドネシアにおいて上級免状の取得者数が少ない原因の一つと

なっている。 
また、雇用の形態は、日本と異なり、すべて期間雇用なので下船の度に

契約更新が必要である。一方学校側にとってこの再教育は有料であるため、

学校運営の資金の一部になると同時に、教官の臨時収入となっている。 
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船舶職員育成のための大学教育を行う国立の教育機関として、インドネ

シアには３つの商船大学（ジャカルタ、スマラン、マカッサル。ジャカル

タのみＳＴＩＰ（ＳＴＩＰ Sekolah Tinggi Ilmu PeLayaran; Marine High
er Education and Training Institute）といい、その他はＰＩＰ（Politekni
k Ilmu Pelayaran; Merchant Marine Polytechnic）がある。 

また、上記の再教育のため、これらの３商船大学における再教育コース

に加え、再教育を専門とする国立の教育機関である海技大学校（ＢＰ３Ｉ

Ｐ Balai Pendidikan, Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran）がジ

ャカルタに設けられている。従来、ここには座学の施設があるのみで訓練

機材は全くなかったが最近、米国の協力によりステアリングトレーナー、

パソコンベースのエンジンシミュレータ等が導入された。また、現在進行

中の円借款事業である「船員教育整備プロジェクト」により操船シミュレ

ータ、大型ディーゼル機関の設置が予定されている。 
このほか、私立の商船アカデミー・部員養成学校７１校が存在し、中に

はＩＳＯ９００１を取得している学校もあるが、国立の養成機関に比較し

設備や機材はほとんどなく、ＳＴＣＷ９５で義務つけられている実習・訓

練で設備等を必要とする場合は国立学校の施設等を有料で借りなければ

ならない。また、私立校は一校当たり学生数が多く、教官数が少ない。し

たがって教育レベルが低いため卒業生の海技資格取得率は、１０％程度に

留まっている。一方、国立校では約９０％の取得率である。このような資

質評価基準に満たない私立校の処遇が今後のインドネシアの課題である。 
             ⇒資料６－１７－１「「イ国」の船員教育訓練機関」 

   ⇒資料６－１７－２「インドネシアの船員教育の仕組み」 
   

海技免状取得には１年間の乗船実習が義務付けられている。商船大学で

２年間の座学を修了者した者は乗船実習前の試験を行い、それに合格すれ

ば１年間の乗船実習を行うことになる。乗船実習後も試験を行い成果を確

認する。さらに１年間の座学を終了し試験に合格すれば卒業時に、３級の

海技資格とディプロマⅣの両方の資格を取得することができる。 
⇒資料６－１７－２「３級航海士・機関士資格取得」 

 
インドネシアには日本のような練習船もなく、また国内にも十分な船舶

がなく、座学を終了した学生は乗船実習の順番を待つために数ヶ月も待機

を強いられている。ジャカルタ商船大学の場合は、従来から船会社との連

携が出来ており、船会社の本社の多くはジャカルタにあることから３ヶ月

程度の待機期間であるが、地方の学校では１年以上待機する学生も珍しく

ない。かつて練習船の導入が検討されたが、維持費の問題で実現には至ら

なかった。 
一方、インドネシアには「ＳＩＵＰＡＬ」という規則があり、各船会社

は学生に乗船実習の機会を与えることが義務つけられているが、規定によ
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れば最低１人を乗船させれば良いため、毎年数多くの学生が輩出する状況

では根本的な解決には至らず、スムーズな乗船実習の遂行が今後の大きな

課題である。 
また、卒業した学生の就職難も大きな問題である。特に現在米国がイン

ドネシア船員に対してビザを発給しないため、多くの船会社ではインドネ

シア船員の雇用を控える傾向があり、就職難に拍車をかけている。商船大

学を卒業した学生はヨーロッパの内航海運に就職を求めている。 
 

  ロ）部員の教育訓練 
   インドネシアの部員の教育訓練は、通常の教育課程の高校の段階で行わ

れるのが主であり、このための国立の教育機関として、海員学校（ＢＰ２

ＩＰ Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilum Pelayaran ;Merchant Marine
 School）がスラバヤとマカッサル近郊のバロンボンにある。バロンボン

校は１９８０年に我が国の無償資金協力で設立されたもので、小型練習船

やレーダーシュミレーターなど充実した設備を有している。これらの海員

学校は中学卒業生を対象に３ヶ月の座学で甲板部、機関部の部員を養成す

る。また、１年間の座学を行い、または３年間の座学を行なった後、乗船

実習を終了すれば５級、または４級の海技資格が取得できる。 
 
 
(4) 船舶安全 
 ① 概要  

海上交通の発展にとって、インドネシアにおいても船舶の安全はその基礎

的条件である。船舶は一般に高価な輸送機器であり、加えて国際的市場で売

買されることから、物価水準の低いインドネシアにとっては特に調達負担が

重くなるという事情があり、後述するように自国造船業の実力がまだ十分で

ないことも相まって、インドネシアの海運は慢性的な船舶不足の状況にある。

その状況は、旅客船や政府保有船舶（海上保安関係船舶、港湾浚渫船等）に

ついてもほぼ同様である。このため、どうしても安価な中古船を購入したり、

一隻の船舶を耐用年数以上に使ったりするケースが多く、一般にインドネシ

アの船舶の船齢は非常に高くなっている。こうした中で、１９９６年にはそ

れまで禁止されていた中古の漁船・小型貨物船の輸入が規制緩和の観点から

解禁された。 
また、船舶の安全にとって必要な船舶の整備や改修等のメンテナンスにつ

いては、相当のコストを要するものであることから蔑ろにされ易く、古い船

舶を酷使するという一般的環境の下で、ハードとしての船舶の安全の確保を

図ることは難しい課題である。 
    さらに、実際の船舶の運用面の問題としても、慢性的な船舶不足の状況の

中で過積載や無理な航行を強いるというケースが多く、また、船舶運航者の

気象・波浪等への知識不足も相まって、船舶の転覆事故という大海難事故が
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しばしば発生している。インドネシアの海運の安全性確保のためには、ハー

ド、ソフト両面ともにその改善が急務となっている。 
                 ⇒資料６－１８「日＝イの船舶の船齢比較」 
                 ⇒資料６－１９「「イ」の海難事故原因一覧」 
 
 ② 船舶検査 

インドネシア籍船の安全を直接コントロールするのが船舶検査である。軍

用船、政府保有船を除き、２０立方メートル以上のすべてのインドネシア籍

船は、運航開始時及び一定期間経過後にこの検査を受けそれに合格しなけれ

ば運航できない規則となっている。船舶検査については、日本からの技術協

力もあり、技術基準、検査技能等が一定程度整備されてきてはいるものの、

安全性を一層適確にチェックするためには、その更なる充実強化が期待され

る。 
    インドネシアの船舶検査は、港湾行政事務所(ADPEL; Administrator Pelab

uhan)又は港湾事務所（KANPEL; Kantor Pelabuhan）に配置された船舶検査

官（Marine Inspector）及びインドネシア船級協会（BKI；Biro Kelasifikasi 
Indonesia）の手によって行われる。ＢＫＩは国営企業（ＢＵＭＮ）の一つで

あり、既に会社（ＰＴ）化されているが、株式はすべて国有である。インド

ネシア籍船のうち一定の要件を備えた船舶は、ＢＫＩに入級しなければなら

ないこととなっている。ＢＫＩは、材料検査に重点を置いた構造強度等や電

気設備等について検査し、その結果を国の船舶検査官に報告することを任務

としている 
注）ＢＫＩは、まだ国際船級協会会議（IACS）に加入できていないため、

ＢＫＩに入級してもその船舶は国際船舶保険連盟（IUVI）の認知を得

られない。このため、インドネシア籍船の船主は、自社船に船舶保険

をかける場合にはＡＢＳ（American Bureau of Shipping）、ＮＫ（Ni
ppon Kaiji Kyokai）等の船級取得が別に必要となっている。 

 
③ ＰＳＣ 

ＰＳＣ（Port State Control）とは、寄港国政府が自国の港に寄港する外

国籍船舶を対象に国際条約で規定される安全基準等への適合性確保のため

実施する検査であり、便宜置籍船の増加に伴い旗国による安全確保が不十分

になりがちな世界的傾向の下、ＰＳＣの重要性は著しく高まってきている。

しかしながら、現在のインドネシア政府によるＰＳＣは、アジア・太平洋地

域各国の中でも最低レベルにあり、ＰＳＣ担当官は能力不十分のため立入検

査で適確に船舶の欠陥を指摘できず、改善命令等も適切に発出されないこと

から、安全基準を満足していない船舶（サブスタンダード船）が欠陥を是正

しないまま航行を続けることを許す結果となっている懸念が大きい。かかる

現状が、サブスタンダード船横行の原因の一つとなり、海難による人命喪失

のリスク、あるいはインドネシアを含むアジア太平洋地域各国の周辺海域で
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の座礁事故、海洋汚染等による損害発生のリスクを増大させる要因となる恐

れも高いことから、今後、インドネシアのＰＳＣ実施体制を強化し、現状の

改善を図ることは喫緊の課題である。 

 
 ④ 国際化への対応 
    船員の場合と同様、船舶安全も非常に国際化が進んでいる分野であり、Ｓ

ＯＬＡＳ条約（１９７４年の海上における人命の安全のための国際条約）等

の国際条約が改正されるのに伴い、ＧＭＤＳＳ、ＩＳＭコード、ＩＳＰＳ等

の新しい制度や基準が次々に導入されており、インドネシアの運輸省海運総

局は、こうした国際的な規制強化の動向にも順応していかなければならなく

なっている。特にＩＳＭコードについては、船舶の安全管理体制を確立する

上で重要なものであり、１９９８年７月から国際航海に従事する旅客船及び

タンカーについて適用され、更に２００２年７月からは、国際航海に従事す

る５００ＧＴ以上の全ての貨物船等にまで適用船舶の範囲が拡大されてお

り、引き続き真摯な取り組みが求められる。 
 
 ⑤ 安全性確保における海運振興政策の重要性 

インドネシアでは、２００６年１２月に発生したのフェリーSenopati Nus

antaraの転覆・沈没、２００７年２月に発生したフェリーLavinaⅠの火災（後

に沈没）等、最近も大規模な海難事故が連続して発生し多数の人命が失われ

ているが、この背景には、資金調達の困難さから船舶の適切な更新、保守整

備等が十分になされず、収益確保のためリスクの高い船舶の運航も躊躇わな

い内航海運事業者の実態が推察されるところである。こうした状況の改善の

ためには、安全基準、検査制度の整備等による規制面での対応強化だけでは

規制の網を逃れる方策の方に海運事業者の主たる関心が向いてしまうこと

も懸念されることから、安全規制の徹底とあわせ、内航海運事業者の経営基

盤を強化し安全投資を可能とする環境整備の観点から、事業者の資金調達を

容易にするような金融支援制度の導入等による海運振興策を実施する必要

がある。 

現在インドネシア運輸省がＪＩＣＡの協力を得ながら進めている「海運振

興プロジェクト」（上記（１）④参照）は、このような観点からも重要な意

義を持つものと考えられ、同プロジェクトを通じて、融資資金を円滑に事業

者に提供できる公的船舶金融制度等が具体化され、事業者の経営基盤が改善

されることは、内航海運における安全性確保にも寄与するものと期待される。 
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(5) 海上保安 
 ① 概要 
    海上保安分野は、海上の保安に係る各種の業務、すなわち、救難業務、警

備業務、海洋汚染防止業務、航路標識の維持整備業務、海図作成等の水路業

務等の非常に幅広い様々な業務を含んだ分野である。 
    我が国でこの分野を担当しているのは海上保安庁であるが、インドネシア

では複数の機関が複雑に関与している。すなわち、主として海運総局の２つ

の局－警備救難局（Direktorat Penjagaan dan Penyelamatan ）及び航行援

助局（Direktorat Kenavigasian ）及びその地方組織が担当しているものの、

実態的には、上記に挙げた業務のうち、警備業務の主たる機能である刑事犯

の逮捕や密漁の取り締まり・捜査については、海上警察及び海軍が主に実施

しており、警備救難局も一部実施している。また、水路業務の核となる海図

の作成については、海軍が所管している。なお、密漁取締りについては、海

洋漁業省(Departemen Kelautan dan Perikanan)が所管している。このよう

な中、2006年12月に発足した海事保安調整会議は、効果的・効率的な海上保

安体制の確保のために、セミナー開催、共同オペレーション等各機関の調整

業務を精力的に実施している。 
 
 ② 警備救難業務 
    上述のように警備救難局の主たる業務は、警備業務というよりも、海難で

漂流した人の救出等を行う救難業務と、座礁タンカー等からの流出原油の回

収や船舶火災消火といった海上防災業務等である。 
    警備救難局の地方における組織としては、地方港湾管理事務所（ＡＤＰＥ

Ｌ）の中に警備救難のセクションがあるほか、直接海運総局長の下につなが

る組織として５つの港（Tj.Uban, Tj.Priok, Surabaya, Bitung, Tual）に船艇

基地（ＡＲＭＡＤＡ ＰＬＰ）がある。なお、海運総局警備救難局全体及び

現場の実働部隊の総称として、ＫＰＬＰ(Kesatuan Penjagaan laut dan Pan
tai)と呼ばれている。 

    警備救難業務の遂行のためには、いずれも船舶の運用が必須であり、その

ためには船舶はもちろん訓練された要員やそれらを支える船艇基地等の装

備・設備が必要である。しかし、この面でＫＰＬＰの体制は非常に不十分で

あり、我が国の海上保安庁の装備状況とは比較にならない状況にある。 
  ＫＰＬＰ(旧ＧＡＭＡＴ)支援のために、我が国海上保安庁は、特殊救難チ

ームの育成をはじめとしてさまざまな技術協力を行っているが、民主化の流

れの中で、海上警察が海軍から独立し、海上治安対策の実効的役割を担うこ

ととなったことから、海上警察との結びつきも強化しつつある。 
 
    インドネシアの海難数は、インドネシア側の統計によれば毎年１００～３

００件と、我が国に比べてずっと少ない数字になっている。これは、ひとつ

にはジャワ海が比較的平穏な海域であることが関係していると思われるが、
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それにしても「（４）船舶安全」で述べたように大規模な転覆海難が多発し

ていることとの関係でも少なすぎる印象がある。両国の統計の取り方の違い

も大きいと思われる。 
   

  また、１９９９年以降、インドネシアの海域における海賊が急増しており、

ＩＭＢ（国際海事局）の統計によれば、２００６年はインドネシア海域で８

３件の海賊事件が起こっており、これは、全世界の３分の１を占めるている。

海賊の内容としては、港内停泊中のこそ泥や強盗もあるが、航行中の船舶を

乗っ取るという凶悪なものもある。１９９９年１０月には、スマトラ島のク

アラタンジュン港を出港したアルミインゴットの輸送船アロンドラレイン

ボウ号が海賊に襲われるという事件が起こった。この事件は、アロンドラレ

インボウ号の日本人２人を含む乗組員が数週間後にタイ沖を漂流中に救助

されたことにより明らかになったものであるが、船本体は、その後、船名等

を塗り替えてインド沖を航行中にインド当局に捕捉された。この際、積み荷

のアルミは半分が既に消滅していた。 
  ２００５年３月には、シンガポール沖バタム島からミャンマー向けに作業

台船を曳航中のタグボート韋駄天号が武器を持った海賊に襲撃され、日本人

2名とフィリピン人1名が誘拐される事件が発生している。その後、タイ南部

にて誘拐された3名の無事が確認されている。 
日本政府としては、このような状況を踏まえ、インドネシア当局に対し、

パトロールの強化等を度重なり要請してきている。２０００年頃のインドネ

シア側の言い分は、確かに海賊の件数は１０年程度前は多かったが、その後

取締を強化した結果、現在では減っており、基本的に経済危機の下で急増し

たという事実は認識していないというものであった。これは、被害船舶は、

取調べによる時間的損失を避けたいため、または通報先がわからないなどの

理由により、多くの場合、直接インドネシア当局への通報を行わないために、

インドネシア当局が問題の重要性を認識できなかったことに起因する。 
  日本政府は、アジア地域全体で海賊対策に取り組むことが重要と考え、２

０００年春に東京で大規模な海賊対策国際会議を開き、以降、アセアン＋３

サミットや首脳会談等の場で、繰り返し海賊対策を喚起し、また、毎年、海

上治安当局による専門家会合等を開く等の働きかけを継続的に行っている。 
こうした努力によりインドネシア側も海賊対策に力を入れるようになり、２

００２年１０月には、海上警察において、海上警察、海運総局及び海軍によ

る連絡会議が開催され、海賊対策の実効を上げるための関係機関の連携の動

きも見られているところである。また、これら組織を調整統合する新組織設

置のための議論も２００２年に入って活発化し、２００３年８月には、大統

領令の素案が策定された。国内での議論を重ねた後、新海上治安調整会議に

関する大統領規則が、２００５年１２月末に施行された。丁度一年後の２０

０６年１２月末には、正式に組織（「海事保安調整会議」）として発足した。

現在まで、共同オペレーションを２回実施するなど、精力的に活動している。 
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また、無償資金協力による海上警察に対する海賊、テロ対策等の巡視船艇

供与が２００７年１１月に実施された。 
           ⇒資料６－２０「インドネシアの海上保安関係地方組織」 
                 ⇒資料６－２１「海上保安に関するデータ」 
                     
 ② 航路標識等整備業務 
    灯台をはじめとする航路標識の整備は、目立たない業務であるが、船舶の

安全航行を維持するために不可欠であり、群島国家インドネシアにおいては

とりわけ重要性が高いものである。また、航路標識の範疇には入らないが、

船舶と陸上との通信を確保するために、インマルサット等の高度な通信機器

を保有していない船舶が多いインドネシアにおいては不可欠ともいえる役

割を果たしている沿岸無線通信網の整備も、航行の安全を維持するための施

設整備という点で航路標識と共通する位置付けにある。 
  航路標識の及び沿岸無線通信網の整備に係る業務は、航行援助局及びその

地方組織である管区事務所（Distrik Navigasi）によって行われている。管区

事務所は全国で２５カ所設けられ、海運総局長の下に直接繋がっている。 
                 

 他の多くの分野に共通していえるように、この分野も、発展途上にあるイ

ンドネシアの達成レベルはまだまだ質・量ともに十分と言える状況には無く、

インドネシア政府の自助努力を基本に、我が国をはじめとする諸外国の経済

協力を入れることが重要である。例えば、広大なインドネシアの各地の海域

に設置されている灯台等の光波航路標（灯台、灯標、灯浮標）の基数は１,
８００基前後と我が国（５２００基）の３分の１程度にとどまっている。一

方、沿岸無線通信網の整備は、我が国の経済協力によって専ら整備が進めら

れてきたものである。 
    このため、インドネシア政府の自助努力に加え、我が国の協力はこの分野

においても引き続き重要であると考えられるが、その際、この分野の他分野

と比べた次のような特徴に配慮すべきである。 
   イ）マラッカ・シンガポール海峡やジャカルタのタンジュン・プリオク港等、

様々な国の船舶に広く使われる海域における航路標識に整備は、単にイ

ンドネシア一国の問題にとどまらない国際的な義務の要素を持つこと。 
   ロ）厳しい気象・海象条件の下に設置される航路標識等は、他のインフラ施

設等に比べても故障、損壊の蓋然性が高いため、維持・補修が特に重要

となること。   
   ハ）通信分野等は技術革新の進展が著しく、船舶側の装備状況等を勘案しな

がら、技術進歩を実効性のある形で生かす知恵も併せて求められること。

            ⇒資料６－２２「管区別管理航路標識基数」 
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 なお、インドネシア海運総局は、主としてこのメンテナンスの予算不足を

補うために、２０００年より新たに灯台税を導入した。これは、航行援助業

務等を受ける対価の性格を持ち、領海内を航行する全ての船舶にトン数当り

の単価で徴収される。この税収の一部が航行援助局所管の航行援助施設整備

に充当されることとなっており、これによって、今後、インドネシア政府が

自己の予算で維持管理を適切に行うことができるようなることを期待し、注

目したい。 
 
 ③ マラッカ・シンガポール海峡、群島水域 
    第２章で述べたように、インドネシアの海域の安全・安定は我が国の海上

貨物輸送にとって極めて重要であり、とりわけ、マラッカ・シンガポール海

峡は、輸入原油の９割が通過し、同海峡通過船舶の２割は我が国関係船舶と

なっている等、我が国経済活動・国民生活の観点から重要性が高い海域であ

る。このため、我が国はその安全航行を確保するため航路標識の敷設や水路

測量等の様々な協力を行ってきた（これらの多くはＯＤＡによらない、日本

財団の支援を受けたマラッカ海峡協議会等による取り組みであった）。最近

では、同海峡は、分離通航帯の拡大や船位通報制度の採用等の新たな動きを

示しているが、この海峡の重要性に鑑み、常にその動向に対して十分な注意

を払っていくべきであることには変わりない。 

            ⇒資料６－２３「マラッカ・シンガポール海峡の諸問題」 
 
    また、群島により構成されたインドネシアは従来から、群島理論に基づき、

個々の島々からの距離ではなく、基本的に最も外側の島を結ぶ線をもって領

海等を画する基 線とするという群島水域の設定を求めてきた。９４年の国

連海洋法条約の発効により、これが認められたため、群島水域の中で外国船

の通航に適した航路帯（群島航路帯）をどうするかが焦点となっており、イ

ンドネシアとしては南北に通る３本の航路帯を群島航路帯に指定したもの

の（国内法令の手続きが未了のため未施行）、さらに東西方向の航路帯を求

める諸外国との間で検討が続いている。 
                 ⇒資料６－２４「群島航路に係る新聞記事」 
 
 
(6) 経済協力 
 ① 海運 

我が国の経済協力の中で、海運の分野については、「海運復旧事業」（有

償資金協力、１９７０年代）や「東部インドネシア海運セクターローン」（有

償資金協力、１９９０年代）等があるものの、これらは港湾整備、海上保安

等の分野の個別の支援策をパッケージにしたものであり、狭義の海運業を直

接対象とする支援は１９７０年代に数名の専門家が派遣されて以来久しく

行われていなかった。しかしながら、前述のとおり２００２年からは、ＪＩ
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ＣＡ開発調査として、ＳＴＲＡＭＩＮＤＯ－Ⅰ（２００２年１２月～２００

４年３月）及びＳＴＲＡＭＩＮＤＯ－Ⅱ（２００４年８月～２００５年３月）

が実施され、内航海運振興のための提言が取りまとめられた。インドネシア

政府は、この提言を踏まえ、海運振興に関する大統領教書（No.5/2005）を

発布し、更にこの大統領教書の内容の具体化に向けた取り組みの一環として

インドネシア運輸省では、内航海運振興のための公的船舶金融制度の導入、

同制度を支え優良な船隊整備を支援するための船舶管理体制の向上等を目

指して、ＪＩＣＡの協力を得ながら２００６年３月より「海運振興プロジェ

クト」を実施してきているところである。 

 
② 港湾 

    港湾は、運輸分野の代表的なインフラであり、物流の基礎をなす施設であ

ることから、我が国もこの整備に対し古くから多くの協力を行ってきた。カ

リマンタンの河川港湾に係る協力（バンジャルマシン港浚渫計画）やジャワ

島のスマラン港の拡張、スマトラ島のドマイ港に係る協力が特に数次にわた

る協力を行ってきた港であるが、このほかマカッサル港のコンテナ埠頭整備、

クパン港、ビトゥン港の整備等が大規模な協力として挙げられる。また、フ

ェリー輸送についても、２度に渡る開発調査を行うとともに、フェリー桟橋

等の整備に対する協力を行ってきた。こうした協力を実施するため港湾整備

については、古くから継続的に長期専門家が派遣されており、フェリーにつ

いても数代にわたって長期専門家が派遣された。 
    なお、２０００年度より、ＪＩＣＡ開発調査「主要河川港整備計画調査」

が開始され、スマトラ島のジャンビ港及びカリマンタン島のサマリンダ港の

マスタープランと短期計画が策定されている。 
    また、２００２年度より、「ジャカルタ首都圏港湾開発計画調査」が開始

され、これを受けた「タンジュン・プリオク港緊急リハビリ事業」が２００

３年度円借款で採択された。この円借款プロジェクトは、投資環境改善を１

つの大きな柱とする対インドネシア経済協力において、２００３年度の目玉

案件となった。さらに、これをバックアップする形で、連携実施設計調査（連

携Ｄ／Ｄ）（ＪＩＣＡ開発調査の一形態）も実施されている。 
    このほか、港湾の維持管理を図るため、技術基準の策定のための技術協力

が実施されている。また、テロ対策を含むセキュリティの強化のための無償

資金協力「主要空港・港湾保安施設改善計画」が現在進行中で、２００５年

９月末までにタンジュンプリオク、タンジュンペラク、バタムの３港湾への

機材の導入が実施されている。 
 

③ 船員 
    担当省庁である運輸省教育訓練庁への継続的な政策立案型長期専門家の

派遣を除けば、船員分野における我が国の経済協力の最大の成果物は、バロ

ンボン海員学校である。我が国は同校の設計、設立、改修のすべてを無償資
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金協力で行い、さらに多数の専門家派遣による技術指導も行った（運輸分野

の中で唯一の無償資金協力の事例）。 これにより同校はインドネシア随一

の海員学校となった。また、これ以外にも、各商船大学（ジャカルタ、スマ

ラン、マカッサル）への専門家による技術協力も行われ、最近では、円借款

により２００４年２月にジャカルタ郊外のタンゲラン市マウクに海員学校

が新設された。 
このように各種の成果を上げてきた船員教育に係る経済協力であるが、上

述したように改正ＳＴＣＷ条約への対応のために「商船大学教育資機材拡充

備事業」（１９８８年から１９９１年）への支援が我が国の円借款により実

現したことは、大きな意義を持つものであった。 
その後、これらの機材も既に十数年が経過し、故障の頻発、部品の入手困

難のため、新たな「船員教育整備プロジェクト」が２００１年１２月に調印

され、教官の人材育成と教育機材の拡充整備を図ることとなった(２００９

年６月まで)。 
    現在、これら協力により導入した各種機材の有効活用、メンテナンス及び

資質基準制度への対応を自国の人材で行うことができるよう、自立的発展に

向けたスタッフの教育体制整備が実施されている。 
 
 ④ 船舶安全 

船舶安全は、海上交通に係る各種支援において共通して重視されるベーシ

ックな課題であるため、これまでの各分野の技術協力の中でもいろいろの形

で協力が行われてきたが、船舶検査制度や安全基準の策定等の支援を正面か

ら取り上げた専門家派遣は比較的歴史が新しく、１９９０年代に入ってから

開始された。 
 

⑤ 海上保安 
    海上保安に係る経済協力は、海運総局に対するＪＩＣＡ長期専門家の派遣

の形で古くから継続的に実施されてきており、これによる政策アドバイスに

加え、特殊救難チームの育成ようにインドネシア側から強く感謝され、かつ、

サステナビリティーも備わった技術協力の模範例とも言えるプロジェクト

が生まれている。有償資金協力としては、沿岸無線通信網の整備と設標船（航

路標識の設置等の業務に従事する政府保有船）の建造が、数次にわたる大き

な協力として行われている。 
    さらに、２０００年度よりＪＩＣＡ開発調査「船舶航行安全システムに関

する開発整備計画」が実施され、航行援助施設と海上無線施設の整備につい

てのマスタープランの策定がなされた。 
    海賊対策については、近年、警備救難局に対する政策アドバイスに加え情

報ネットワーク構築のための機材供与を行っているが、窓口としての機能を

有する警備救難局との関係を維持しつつも、今後は前述のように海賊対策の

実効的役割を担うこととなった海上警察への支援を強化していく必要があ
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る。なお、２００４年度においては情報ネットワーク構築のための機材供与

（海上警察７部署にパソコン等を供与）を行った。７部署は、タンジュン・

プリオクの２か所、パレンバン、ポンティアナック、ベラワン、タンジュン・

バツ、ムントックである。 
 
    また、航行援助分野においては、マラッカ海峡協議会によってマラッカ・

シンガポール海峡における航路標識等の整備の協力が継続的に続けられて

きたが、これは非ＯＤＡのスキームによる代表的な貢献として明記されるべ

きものであろう。同海峡の安全航行にとって我が国のみならず各国にとって

も大きな意義を有する同海峡の測量事業（第１次）も、基本的にこのスキー

ムで行われたものである（再測量はＪＩＣＡ開発調査）。２００３年１０月

には、このスキームで建造されたマラッカ・シンガポール海峡の航路標識の

メンテナンスのための設標船が運輸省海運総局航行援助局に引き渡され、現

在活躍中である。 
 

  ２００５年には円借款により、運輸省海運総局警備救難局に対して防災船

２隻が建造・供与（うち１隻は翌年事故により沈没）され、２００６年度よ

り新たに設けられたテロ対策等治安無償の世界第１号案件として、「海賊、

海上テロ、兵器拡散防止のための巡視船艇建造計画」が実施され、２００７

年１１月、海上警察に対して我が国海上保安庁が使用しているものと同形状

の巡視船艇３隻が供与された。 
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７．造船 
 
 
（１）概要 

インドネシアにおける造船は、19世紀半ばまでは伝統的な工法による木製船

舶の建造・修繕のみであったが、1849年、Ujung Surabayaに修繕用浮ドックを

有する造船所が設立され、修繕業務のみではあったものの、鋼船を取り扱うイ

ンドネシアの最初の近代的な造船所として活動を開始した。この造船所は後に

国営の修繕施設となり、専ら海軍艦船の修繕・維持に従事することとなった。 
一方、鋼船の建造については、インドネシア独立後、1951年に鋼船の建造を

行う造船所がジャカルタに設立され、最大500DWTまでの鋼船の建造を開始し

たのが画期的な出来事とされている。なお、1950年から55年にかけて、多くの

インドネシア人学生が造船工学等を学ぶため日本を含む海外各国に派遣され、

これらの学生は帰国後、インドネシア造船業の発展に大きく寄与することとな

った。 
1960年、オランダ植民地時代に設立された造船会社がインドネシア政府によ

って国営化され、従来は専ら修繕を行ってきたこれらの造船所の設備が近代

化・増強され、新造船の建造能力を有するものとなった。更に1960年代から7
0年代にかけて、国営及び民営の造船所が次々に設立されていった。 

現在、国営と民営の造船所を比べると、数の上では後者の方がはるかに多数

であるが、設備の規模と能力では前者が大きく、年間生産量では全体の60％～

70％を前者が占めているとの推計もある。 
 
インドネシアの２大造船会社とされているのは、PT.PALとPT.Dok & Perkap

alan KodjaBahariであり、いずれも国営である。このうちPT.PALは、1980年、

スラバヤの海軍造船所跡地に設立されたものであり、大型商船、艦艇等、様々

な種類の船舶の建造・修繕の能力を有し、インドネシアにおける最も近代的・

先進的な造船所とされている。また、PT.Dok & Perkapalan Kodja Bahariは、

変動する事業環境への対応、国際市場参入に向けた建造能力向上を図るため国

営造船所のうち数社を統合して、1992年に設立されたものであり、その本社は

ジャカルタに置かれているが、スマトラ島、カリマンタン島及びジャワ島に計

10箇所の施設を有している。 
造船業を所管するインドネシア工業省の資料（2006年3月）によれば、同省

には計240の造船会社が登録されており、その新造能力合計は年間337,500DWT、
修理能力合計は年間5,400,000DWTである。 

大規模な設備としては、新造用で50,000DWTドック及び船台、修理用で30,
000DWT浮きドック（いずれもPT.PAL及びPT.Dok & Perkapalan Kodja Bahari
のもの）が挙げられる。 

⇒資料７－１「インドネシア造船所の設備能力」 
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⇒資料７－２「インドネシア主要造船所の概要」 
 

また、実際の建造量に関しては、造船業に関する生産統計等が公表されていな

いため、最近における建造量の把握が困難であるが、過去の報告書に掲載された

1986年～93年の建造量の推移によれば、貨物船等の建造量について順調な伸びが

示されている。 
⇒資料７－３「船舶建造量の推移」 

 
インドネシア工業省の資料によれば、国内の造船所における新造船の主な実績

として、ＲＯ-ＲＯフェリー（19,000GT：輸出用）、油タンカー（30,000DWT）、

ＬＰＧキャリア（5,000CuFt：輸出用）、旅客船（最大搭載旅客数500名）浚渫船

（能力12,000ton）、セミ・コンテナ船（3,650DWT）、フル・コンテナ船（1,60
0TEU）、バルクキャリア（50,000DWT：輸出用）、外洋航行タグボート（7,500
HP：輸出用）、漁船（300GT）、高速パトロール艇（57m及び28m）等が挙げら

れているが、これらの船舶の大部分は、PT.PAL又はPT.Dok & Perkapalan Kodja 
Bahariで建造されたものである。 

 
インドネシア国内における造船所の分布については、ＪＩＣＡが実施した「イ

ンドネシア国内航海運及び海事産業振興マスタープラン調査（STRAMINDO調

査）」の報告書（2004年3月）によれば、年間能力300GTを超える鋼船造船所（1
56箇所）の大部分が、ジャワ島又はスマトラ島に位置している。このほか、船舶

解撤施設も、スマトラ島、ジャワ島、カリマンタン島及びスラウェシ島に少なく

とも計11箇所存在することが確認されている。また、石油・ガス産業が急速に拡

大する中で、沖合での採掘等に用いられる海洋構造物の製造・組立業も成長して

きており、ジャワ島、スマトラ島、スラウェシ島及びカリマンタン島東部に所在

する19社が工業省に登録されている。 
⇒資料７－４「インドネシアにおける造船所の分布」 

 
なお、シンガポール海峡に位置するバタム島及びカリムン島は、特別保護工業

地域であり、関税、付加価値税の免除等の投資誘致施策が講じられており、ハイ

テク産業のみならず造船業を含む重工業にも門戸開放政策をとっている。造船業

については、1980年代以降、マレーシア資本、シンガポール資本の造船所が進出

しており、現在では約20の造船所が存在している。これらの造船所は、当初は修

理造船所として業務を開始したが、段階的な施設整備、技術者育成、本国のエン

ジニアの活用等によって着実に成長し、現在ではLNG船、ケミカルタンカー等の

高付加価値船の修繕、タンカー、貨物船等の新造を行う能力を有し、納期、価格

の面でも国際競争力を持つようになっている。 
⇒資料７－５「バタム島及びカリムン島主要造船所の概要」 
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（２）インドネシア造船業の問題点と対策 
STRAMINDO調査の報告書（2004年3月）によれば、インドネシアの造船所が

有する問題点と対策について、以下のような内容が述べられている。 
 
① 修繕作業に要する期間の長さ 

インドネシアの造船所は、コストについて単位GT当たりで比較した場合、

概ね妥当なレベルであるが、修繕作業に要する期間が全般的に長く、これ

が競争力を低下させる原因となっている。調査によれば、10日以内で修繕

作業が完了するのは例外的であり、多くの場合は修繕完了までに20日以上

を要している。このような修繕期間の長さを改善して競争力を向上するた

めの対策として、以下が挙げられる。 
●船主との契約の改善： 

現状では、修繕で必要となるスペアパーツがドック入りの後に発注され

る場合が多く、これが修繕期間を長くする要因の一つとなっているので、

事前に必要なスペアパーツの準備が図れるよう、船主との契約を改善す

る。 
●スペアパーツ輸入に係る通関手続きの改善： 

海外から輸入するスペアパーツに係る関税の免除について税務当局の

許可を得るための手続きを簡素化する。 
●作業システムの改善： 
適確な作業管理及び従業員の訓練を図る。（週末出勤も円滑に行えるよ

う労働環境を改善する。） 
●管理システムの改善： 
経営側と現場サイドとの十分な意思疎通、協力関係の強化を図る。（現

場の状況（必要なスペアーパーツ等）に関する経営側の不十分な理解は

修繕期間を長くする要因となる。） 
 
  ② 造船所入口の水深の浅さ 

多くの造船所において、入口の水深の浅さが業務に影響を与えている。

例えばスラバヤの造船所では、グレイビングドックの対岸でコンテナター

ミナルの建設に向けた埋め立て作業が行われており、そこから流れ出る土

砂のためにドック前面の水深が徐々に浅くなって、喫水の深い船舶はドッ

クに入ることができなくなり、6,000DWTというドックの能力を十分に生

かすことが困難な状況となっている。また、河川、運河に沿って位置する

内陸の造船所では、水深の浅さのために船舶のアクセスが極めて困難にな

っている例もある。このような状況に対応するために政府が取り得る対策

として、定期的に浚渫を行うこと及び浅喫水の船舶の普及を促進すること

が挙げられる。 
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  ③ 技術力のある人材の育成 
造船所における一般作業員の技量（溶接技術等）は、先進国と比較して

も特段劣るものではないが、作業員に適確な具体的指示を与えることので

きる技術力を持ったエンジニアが不足しており、このため作業行程の現状

を把握して作業の品質を判断する機能が不十分となっている。このような

技術力のある人材の育成に関する計画も、海外からの協力等の可能性も視

野に入れながら、インドネシア政府として取り組むべき分野の一つである。 
 
 
（３）造船業に係る政策  

① インドネシア造船工業会（IPERINDO）の方針 
IPERINDOは、2001年、政府に求める政策及び業界発展の戦略について、

以下のような内容の提言を発表している。 
  イ）政府に求める政策 

（ⅰ）造船業及び関連産業に対する海外からの投資の勧誘 
（ⅱ）海外の投資家の株保有に関する規制の緩和 
（ⅲ）許認可手続きの簡素化 
（ⅳ）産業構造改善のための税制上のインセンティブ 
（ⅴ）海外投資家の主たる製造拠点としてのバタム、ビンタン及びカリム

ン島の振興 
（ⅵ）新船建造及び修繕サービスに係る付加価値税の免除 
（ⅶ）中古船輸入の許可 

    ロ）業界発展のための戦略 
（ⅰ）国内船隊の更新及び拡大に係る需要に合致した船舶建造及び修繕能

力の増強 
（ⅱ）国際市場に参入するための能力の改善 
（ⅲ）海事産業に係る人材の技術経験を継続的に向上させるための訓練セ

ンターの設立 
（ⅳ）生産工程及び技術の向上及び近代化 
（ⅴ）中間管理層を中心に全てのレベルにおける管理能力の向上 
（ⅵ）船主に対しては新船調達のための、造船会社に対しては投資及び運

転資本としての融資の提供 
（ⅶ）造船技術に係る研究開発の促進 
（ⅷ）海外の造船業との戦略的な協力の促進 

 
② 所管官庁（インドネシア工業省）の政策 

海運振興に関する大統領教書（海運の項参照）が発布されてから1年後

に当たる2006年3月28日、インドネシア運輸省、インドネシア大学及びイ

ンドネシア船主協会の共催による「海事産業に関するセミナー」が開催さ

れた。 
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このセミナーは、海事産業活性化に向けた金融支援方策、海事産業に係

る投資環境及び法制の整備等をテーマにしたものであり、この中で造船業

を所管するインドネシア工業省から、一層活力ある造船業の育成に向けた

金融支援方策と題して、次のような内容の講演が行われた。 
 

○まず、造船業及び海運業に係る問題点として、次のような事項が列挙さ

れた。 
造船業及び海運業に係る投資及び運転資本のための融資については、以

下のような点で銀行の支援は未だ不十分である。 
  ・高い利子率 

・135～150％相当額の担保要件 
・船舶価格の35％の自己資金要件 

○海外からの融資資金（ツー・ステップローン）の導入に係る政府の方針

は、5.5％相当の外国為替交換リスクを未だに造船業及び海運業に負担

させようとするものである。海運業については税制上の減免措置が在る

ものの、造船業が調達する基礎資材、部品等については、未だに課税さ

れ事業者の負担となっており、税制面での支援は造船業、海運業いずれ

にとっても不十分である。 
○船舶の部品は、相変わらず輸入品への依存率が高い。 
○港湾区域内で造船業に用いる土地は、使用料等が高価であり、また、常

に公用収用の可能性がある不確実なものである。 
 

以上を踏まえ、一層活力ある造船業の育成に向けた国としての金融支援

方策として、以下のような事項が述べられた。 
○新船建造及び中古船調達の資金確保を支援する特定の機関（銀行又はノ

ンバンク）を設けること。 
○銀行又はノンバンクからの融資を拡大するため、政府として総合的な政

策を確立するとともに、低金利によって造船業及び海運業の発展を支援

する財政的インセンテｨブを設けること。 
○ツー・ステップローンにおける外国為替交換リスクの負担者を造船業及

び海運業から政府へと転換する政策を打ち出すこと。 
○投資に関するインセンテｨブの拡大を通じて国内の基礎資材産業及び部

品産業の発展を支援すること。 
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８．観光 
 
 
(1) 概要 

 インドネシアは熱帯に属し、17,500という多数の島々により構成される世界最

大の群島国家である。国土は東西5,120kmと東西に長く広がるため、国内に３つ

の時間帯が採用されている。人口は2億1,372万2,300人（2003年国勢調査）で、

人口の９割はイスラム教徒であり、世界最大のイスラム教国である。当国は他民

族の集合国家であり、大別しても、250～300の民族がそれぞれ独自の文化と言語

を持っている。このため、マレー語を基本とするインドネシア語が制定され、教

育によって急速に普及し、全国で通用するようになった。 
気候は、一年中の平均気温25～28度で、おおむね4～9月が乾季、10～3月が雨

季となっている。乾季の平均気温は摂氏31度、雨季は摂氏28度である。観光シー

ズンは、湿度も下がり過ごしやすい乾季であるが、気温が高い。雨季の降雨はス

コールが中心であり、気温は相対的に低くなる。 
 

 インドネシアを代表する観光地はバリ島である。バリ島の魅力は、熱帯の美し

い海と砂浜、サンゴ礁等の自然であり、第２に古来のアニミズムにヒンズーをは

じめとする宗教が入り交じった独特の文化である。それらを同時に楽しめること

が、バリ島を世界でも希有の観光地としている。バリ島の開発は国営の「バリ観

光会社」によって進められたが、インドネシアのみならず世界でも最も成功した

観光開発の事例となっている。トラベル＋レジャー誌（アメリカ）では、2007
年世界ベスト・リゾートとして選ばれている。 

  

バリ島の他にも、自然や文化的魅力の高い観光地は多い。自然では、北スマト

ラのトバ湖、北スラウェシのマナド、総合リゾートのビンタン島、文化面では、

ジョグジャカルタ・ソロ（スラカルタ）の王宮、ユネスコ文化遺産に指定されて

いるボロブドゥール・プランバナン宗教遺跡群（いずれもジャワ島）、南スラウ

ェシのタナトラジャ等がある。 

  

一方、これまでのインドネシアの観光はバリ等に集中しインドネシア観光のイ

メージが形成されてきたが、上述のジャワ、スマトラ、スラベシなどの観光地も

全土的な地域振興の観点から観光地整備･観光商品開発・観光客誘致を促進しよ

うとしており、西スマトラ州、北スラウェシ州、南スラウェシ州、西ヌサトヌサ

トゥンガラ州及び東ヌサトゥンガラ州の５州が観光開発重点州に指定され、中央

政府（文化観光省）の支援を得て観光地開発とプロモーション活動の強化を図っ

ている。 
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 発展途上にあるインドネシアにおいて、外国人観光客の落とす外貨は貴重な外

貨収入である。実際、観光収入は貿易外収支の最大黒字項目であり、対外債務へ

の利払い等を抱える貿易外収支の赤字幅を縮減する重要な役割を負っているこ

とは、第２章で述べたとおりである。経済政策課題であり、その主眼はインドネ

シアへの外国人観光客の誘致であり、より具体的には滞在の長期化と国内での支

出増を図ろうとしている。           

                ⇒資料８－１「外国人来訪者数等の推移」 
 
 
(2) 観光行政 

 観光振興に対する行政の体制は、第１章で述べたような変遷を重ねており、現

在は、文化観光省（2004年10月21日文化・観光担当国務大臣府から格上げ）が

所管している。文化観光省には、観光関係では観光地開発総局、マーケティング

総局があり、それぞれの政策立案を担当している（2005年5月組織改正）。政策

実施は、2001年1月の地方分権化以降、全国33州政府観光事務所に委ねられてい

る。 
インドネシアの海外政府観光局（NTO）は、東京を含め世界に11か所あったが、

1997年の経済危機の影響で全て廃止された。しかしながら、経済危機以降および

国内外の阻害要因により、外国人の誘致が重要な政策課題であるものの、日本を

始めとする国際観光客数の伸び悩み（漸減傾向）が見られた。2005年中に日本（東

京）、中国（広州）とオーストラリア（シドニー）に政府観光事務所を設置する

計画が進んでいたが、予算事情により2006年度に延期され民間委託ながら同３カ

国におけるプロモーション活動が開始されている(下記(６)参照)。 
 
 
(3) 来訪外国人、来訪日本人 

 外国人来訪者数は、第1次5カ年計画が発効した1969年以降1997年まで減少を

記録したことがなかったが、1998年にはアジア経済危機、政情不安から来るジャ

カルタの暴動、アンボン、スラウェシ等におけるキリスト教徒とイスラム教徒の

反目による暴動等の治安問題もあって約11％（97年5,185,000人、98年4,606,00
0人）も減少した。2000年にはほぼ1996年・1997年の水準に戻ったが、2002年の

バリ島クタ地区での爆弾事件による影響や2003年のSARS、イラク戦争の影響に

より2001年のピークを最後に減少しが、2004年には2001年の5,153,620人を超え

る5,321,165人と、過去10年間で最高値を記録した。しかしながら、2005年10月
のバリ島ジンバランおよびレギャン地区における爆弾事件の発生により、同年10
月以降の急激な落ち込みがみられ、2005年度は5,002,100人と前年比6パーセント

の減少となっている。 
 日本から同国への来訪者数は、1994年に50万人を超えて以来、60万人前後で



 - 65 -

安定していたが、2000年の71万人をピークに、その主たる目的地のバリ島での爆

弾事件の影響及びSARSの影響を受け、2003年46.3万人と大幅に減少し、特にバ

リ島来訪者数は18.3万人と半減した。しかしながら、2004年は2003年の反動もあ

り、バリ島を訪れた日本人観光客は32.4万人と、ほぼ2002年レベルにまで回復し

たものの、2005年には10月の事件によって、31.0万人と約5%の減少をみた（事

件は第４四半期の当初であり、それまでは順調の増加していたため、年度として

集計すると影響は軽微であるように見える）。 
 これに加えて、2004年末のスマトラ大地震・インド洋大津波は、2006年5月の

ジョグジャカルタにおける地震および西ジャワ・パンガンダランを襲った津波は、

災害や事件の多発する地域としての印象を与え、観光への影響は免れなかったが、

インドネシア観光の高いポテンシャルによって、2007年初には回復の兆しを見せ、

日本人訪問者数は、上半期は昨年同期比48%増（260,354人）となっている（20
07年9月JATAにおけるプレス・リリース）。これは、マーケットにおいて確実な

デスティネーションであるため旅行業者等が送客努力を行うことが大きな要因

であると思われる。 
 
 来訪外国人の構成をみると、シンガポール人が圧倒的に多い。これは、シンガ

ポール 人が対岸のバタム島、ビンタン島に日帰りでゴルフに行くような場合も

統計上「外国人 の来訪」に含まれてしまうためで、このようなケースを除くた

めに交通手段を「航空」 に限ってみると、日本が第１位となり、オーストラリ

ア、シンガポール、台湾といった近隣の国が続く。このように、日本はインドネ

シアの観光にとって重要な役割を果たしていると言える。この傾向は昨年度と変

わらない。 
 
  来訪日本人の特徴を見ると、女性（若年層から－既婚熟年層）の比率が高く、

男女とも高年層の比率が少ない。滞在は約1週間（平均7.76日）で欧米と比較す

ると短いが、韓国、台湾などとほぼ同じである。約27％がパック旅行であるが、

バリを前提とすればフリータイム型のパックと考えられる。観光地での支出総額

は838.50ドル（2005）で1日1人当たりは108．05ドル（2005年）である。 
⇒資料８－２「来訪外国人数」 
⇒資料８－３「来尼国別順位」 

⇒資料８－４「我が国観光客の特徴」 
 
 
(4) 治安問題・海外渡航情報 

1998年5月のジャカルタ大暴動の際は、一時期、危険度４「家族等退避勧告」

まで発出されたが、99年12月に、ジャワ島、スマトラ島など主な地域は危険度１

に緩和され、観光客の増加が期待されているものの、他方、民族紛争等の続く、

マルク、アチェ、パプアなどは、引き続き危険度２以上が継続した。なお、2001
年9月での米国同時多発テロ事件、2002年10月のバリ島クタ地区における日本人2
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名を含む200名以上が死亡した爆弾テロ事件、ジャカルタ・JWマリオット・ホテ

ル爆破事件（2003年8月）、ジャカルタ豪州大使館爆破事件（2004年9月）が発

生し、さらに2005年10月のバリ爆弾事件は、観光客数の不安定化と漸減傾向をも

たらし、インドネシアの観光政策に少なからぬ影響を与えている。 
 

  この渡航情報（危険情報）については、2002年4月より従来の５段階の位置づ

けを大幅に改め、「十分注意して下さい」「渡航の是非を検討して下さい」「渡

航の延期をおすすめします」「退避を勧告します」という解説付の４段階となっ

た。これに伴い、旅行業者は、従来のような危険度２以上で主催旅行中止という

一律判断ではなく、新危険情報の内容から旅行の催行を自己の判断で行うことと

なっている。 
 
  バリ島テロ事件に関しては、事件後これまで「十分注意して下さい」であった

バリ島等が「渡航の是非を検討して下さい」に引き上げられたが、その後のバリ

島における治安対策の進捗状況により、日本旅行業協会（JATA）がバリ島にミッ

ションを派遣して治安対策等の実施状況を確認し、その後、一時主催旅行を中止

していた旅行会社が主催旅行を再開した。2003年6月には「十分注意して下さい」

に引き下げられ、2005年の事件後（JATA視察団派遣）も変更なく継続し現在に至

っている（2007年9月1日現在）。 
 
 
(5) 到着ビザ制度 

 インドネシア政府は、2003年12月17日付け大統領令第103号に基づき、11カ国

に30日間の観光ビザ免除、および主要16空港・海港（後に10空港・海港が追加）

から入国する観光客に対しビザを発給する到着ビザ（VOA: Visa on Arrival）制

度を2004年2月1日より開始し、2007年9月現在、日本を含む63の国と地域が対象

となっている。 
 
 

(6）政府観光局 

また、上述のように閉鎖された海外政府観光局（NTO）は、外国人の誘致が重

要な政策課題であり、特に文化観光省が主要なマーケットと位置づけた日本やオ

ーストラリアへの展開、特に特殊な（日本語での対応が必要な）日本（東京）へ

の設置は緊急課題であった。 

この経過において、2005年中に日本（東京）、中国（広州）とオーストラリア

（シドニー）に政府観光局を設置する計画が進んでいたが、上記3カ国において

バリ爆弾事件回復アピール観光イベントを行うにとどまった(東京は12月)。2006

年おいても予算不足から政府観光局（Full NTO）再開はなされなかったが、民間
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委託（インドネシアのプロモ-ション企業が入札で決定され現地企業に再委託す

る）により、上記３カ国において同年10月から12月までの3ヶ月間ながらプロモ

ーション活動が実施された。2007年も同様の措置がとられたが、前年の活動を見

直し、2008年のインドネシア観光年および日本インドネシア修好50周年の支援活

動を含め、より長期かつ広範な活動を行うこととしている。2008年には、まだフ

ルNTOの再開は行わない（委託形式継続）としているが、2005年の再開意向表明

から2006年の設置公表まで段階的に進展している。なお、2007年JATA世界旅行

博（下記）に先立つ記者会見で、日本における照会対応や業界との協力を行う活

動を再開していることが公表されている。 
 
 
(7) 今後のインドネシアの観光促進努力 

 観光行政当局のこれまでの対応を見ると、膨大な労力を費やして策定した観光

計画は、きわめて抽象的、哲学的な内容のものとなっており、そこから実際的な

活用に役立たせることができなかったり、観光振興の観点から航空便の増便を盛

んに主張するものの、航空当局との間で具体的に需要動向等を踏まえた議論をし

ているようにも見えなかったりし、必ずしも施策がうまく展開しているわけでは

なかった。 

 従来の右肩上がりの経済成長の中では、観光需要は自然に増大してきたが、こ

こにきて各施策の中身が真に厳しい目で吟味される必要が出てきた。1998年5月

の暴動の件のように仮に体裁の悪い事実であっても、現実をしっかり見据えた上

で、入念な検討の上に立った実効的な施策を展開していくことが望まれている。

その際、複雑な理論を展開するのではなく、むしろ実用本位の施策、例えば外国

人観光客に対して情報案内所を設けるといったような検討に大きなウェイトを

置いていくことが必要なのではないかと考えられる。 

 

文化観光省は2004年、英語版と日本語版を拡充した公式ウェッブ・サイト（w

ww.indonesiatourism.go.id）を開始したが、現在では日本語版ページは削除され、

2005年12月より日本においてプロモーション活動を文化観光省から委託された

民間企業が管理するサイト（www.visitindonesia.jp）が公式ウェブサイトとなっ

ている。2005年になって2階ロビーにツーリスト・インフォメーション・センタ

ーを開設して、旅行者にインドネシア全国の観光案内を行っている（実際には機

能していない）。また、ジャカルタ特別州観光局は、市内にある観光事務所のほ

かジャカルタ国際空港に観光事務所をオープン、市内各所にタッチ・パネル式の
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観光案内ボードが設置された。 

 

JATA日本旅行業協会世界旅行博（JATAというという呼称で呼ばれている）には、

例年参加している。2007年は、文化観光省を含め業界などから約60人が訪日した。

ただし、観光ブランド「アルティメイト・ダイバーシティ」あるいは合言葉「ビ

ヨンド・バリ」が繰り返されるものの、代表団はほとんどがバリからでありブー

ス装飾もバリ＋ジョクジャカルタ風となっている。 
 
 
(８) 経済協力 

 観光分野における我が国の経済協力としては、バンドンの観光高等学院に対す

る専門家派遣による指導が第１の実績として挙げられる。また、有償資金協力で、

ジョクジャカルタの「ボロブドゥール・プランバナン国立史跡公園整備事業」を

整備したことも大きな業績といえる。このほかJICAベースで、開発調査数本、青

年海外協力隊の派遣等が行われており、95年からは、政策の中枢である観光・文

化芸術省（現在は文化観光省）に長期専門家を派遣し、観光に係る政策提言及び

経済協力の推進に努めている。2003年10月からは、技術協力プロジェクト「観光

マーケティング」がスタートしている。また、2005年度、2006年度、2007年度

の3年次にわたり、前述の政府観光局設置支援のため短期専門家を派遣している。 
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９．経済協力 
 
 
(1) 日本の経済協力 
 ① 概要 
    日本政府は、インドネシアを、日本との密接な経済関係や地理的な重要性

等から、最重点援助対象国と位置づけ、１９６６年以来各方面にわたる多様

な経済協力を行ってきており、これまでの援助累積でインドネシアは我が国

の第１の援助受取国となっている。 
    インドネシアにとって当面の重要課題は、現在の民間消費に支えられた経

済成長から民間投資主導の持続的成長の軌道に乗せていくことであり、この

経済成長を貧困削減に繋げていくことである。 
また、これまでの極度に集中していた政治体制を改め、民主的で公正な社

会造りを推進していくことが長期的な課題となっている。 
 
 ② 過去～経済危機における我が国ODAの対応 
    経済協力の分野でも、１９９７年からの発生した経済危機は大きな影響を

及ぼした。すなわち、低所得者層にとって日々の食物にも事欠くようになっ

てしまった経済状態の下では、これまで協力の大きな柱の一つであった基礎

インフラの整備や高度技術の伝達などの将来に向かった協力ではなく、まず

は日々の生活を維持するための支援が援助の中心となってきたことである。

このため、１９９８年の我が国の援助は、円借款については従来型のプロジ

ェクト借款は結局一つも盛り込まれず、フレキシブルなローン形態であるＳ

ＰＬ（セクター・プログラム・ローン）やより柔軟性が高い商品借款が行わ

れることとなった。また、コメ支援や医薬品等の緊急無償などのような社会

的弱者救済を念頭に置いた支援も大きな規模で行われた。 
    １９９９年度の円借款案件についても、ワヒッド新政権下での財政方針、

対外債務についての扱い等を踏まえる必要があるため、プロジェクトへの採

択は見送られた。 
 

③ 現在の我が国援助の重点 
   ２００４年１１月に策定された我が国の「対インドネシア国別援助計画」

では、当面の援助の重点として「民間主導の持続的な成長」実現のための支

援を掲げている。同時に、より長期的な視点に立って「民主的で公正な社会

造り」のための支援を着実に行っていくこと、更にこうした経済成長、社会

造りの前提となる「平和と安定」のための支援を重視することとなっている。 
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具体的には、 
 
（民間主導の持続的な経済成長） 

財政の持続可能性の確保、投資環境改善のための経済インフラの整備、

裾野産業・中小企業振興、経済諸制度整備、金融セクター改革等 
 
（民主的で公正な社会造り） 

貧困削減（農漁村開発による雇用機会の創出及び所得・福祉の向上、教

育及び保健・医療等の公共サービスの向上等）、ガバナンス改革（司法

改革、警察改革、地方分権等）、環境保全等 
 

（平和と安定） 
アチェ、マルク、パプア等の平和構築・復興支援、治安確保（テロ対策、

海賊対策、海上保安体制の強化）等 
 
  ④ インドネシア援助に占める我が国の割合 
     対インドネシア援助全体に占める我が国の割合は、円借款の存在もあり、

二国間ベースでは他の国と比較して際だって大きく、我が国は世界銀行、

アジア開発銀行とともに、最大のドナーの１つである（２００３年供与決

定ベース：二国間ベースでは全体の約６２％を占め、世界銀行やアジア開

発銀行を加えると全体の約２５％を占めている。）。 
     

 
 
(2) 運輸分野における経済協力 
    運輸の各分野ごとの経済協力の内容等については、それぞれの分野の部分で述

べてきたので、ここでは、運輸分野全体としての特徴等についてだけ述べること

としたい。 
 
 ① 有償資金協力及び無償資金協力 
    運輸交通は、経済活動及び国民生活の基盤であり、経済開発を進める上で

きわめて重要なファクターである。このため、運輸分野における経済協力プ

ロジェクトは、各分野の中でも比較的古くから、大きな規模で行われてきた

といえる。 
    その最大の特徴は、鉄道の改良工事や空港・港湾の建設のような大規模イ

ンフラ整備が占める比重が高く、援助の手法としては有償資金協力（円借款）

が主に用いられる点である。９７年までの累積で見たインドネシアに対する

有償資金協力の分野別内訳でも道路と併せた「運輸交通」が２２％を占めて

いる。 



 - 71 -

   無償資金協力は、わずかに船員教育分野の「バロンボン海員学校建設事業」

ただ１つであったが、２００２年１０月のバリ島テロ事件後、テロ対策の緊

急性が高まる中、「空港・港湾保安施設安全対策拡充計画」が２００３年３

月に急遽採択された。その後、２００６年からテロ・治安無償枠が新設され、

同年６月に同枠第１号案件として「海賊、海上テロ、兵器不拡散のための巡

視船艇建造計画」（インドネシア海上警察に新造の巡視船艇３隻を供与する

もの）が決定・交換公文への署名がなされ、２００７年１１月、インドネシ

アにこれら巡視船艇が供与された。さらに、テロ・治安無償案件としては、

今後、「マラッカ・シンガポール海峡の航行安全システム整備計画」、「主

要空港・港湾保安機材供与」等の案件の実施が想定されており、運輸におけ

るテロ対策・保安対策分野における無償資金協力による支援ニーズの増加が

見込まれる。 
 
     
 
 ② 技術協力 
    技術協力については、上記の円借款プロジェクト等の前段階として多数の

ＪＩＣＡ開発調査が行われてきたほか、専門家派遣により、運輸の多くの分

野において、きめ細かい技術協力が長年にわたって行われてきた。 
    長期専門家の派遣は、個別分野の政策的・技術的な指導だけではなく、短

期専門家の招聘によるセミナーの開催、開発調査、機材供与といったＪＩＣ

Ａの各種援助メニューをアレンジするほか、実際上はＪＢＩＣと協力して円

借款案件の形成やその後のフォローをする上で重要な役割を果たしている。

また、インドネシア政府の担当官を日本に招き研修を行う「カウンターパー

ト研修」等の研修員受入も運輸分野における日＝イの友好を深める上で大き

な意義を有している。このような技術協力の結果、例えば、海上保安分野で、

我が国の海上保安庁の特殊救難隊の技術指導により、インドネシア警備救難

局に高度な技術を要する特殊救難チームが誕生した事例などの成功例が生

まれている。 
             
 
    また、９９年頃まで造船分野では、日本の労働省のリードにより専門技術

を有する民間企業から専門家を派遣する民活専門家の制度が活用され、延べ

数十人規模の民活専門家が各地の造船所で個別の事案に対処してきたが、こ

の制度は終了した。これに代わって、シニアボランティア（シルバーエキス

パート）制度による専門家派遣の協力も行われている（２００６年までで終

了）。この協力は、日本で第一線を退いた専門の技術者をインドネシアの各
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機関に配属して技術指導、技術移転を行うものである。既に造船分野では各

地の造船所に派遣され、また、鉄道分野でも車両基地に配属されたシニアボ

ランティアが活動した。シニアボランティアの活動は現場密着型であり、い

わゆる「顔の見える援助」という観点からＯＤＡとして大きな意義を持つも

のである。 
    
 ③ 外務省ＯＤＡ以外の協力 
       運輸分野では、いわゆる外務省等の所管するODA以外にも、国土交通省（旧

運輸省）の直轄ＯＤＡスキームや日本財団の協力等により、ＪＴＣＡ（海外

運輸協力協会）、ＩＴＤＩＪ（国際観光開発研究センター）、マラッカ海峡

協議会等の団体によって、さまざまな国際協力が行われてきた。これらの機

関による調査事業は、予算規模が小さく実施規模が限られるというデメリッ

トがある一方で、機動的な対応が可能であり、また、外務省ＯＤＡが制度的

に救えない分野についてもより柔軟な対応が可能であるなどのメリットが

ある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 














































































































































































































